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該当部分 修 正 案 現   行 

風水害等対策編 
第１章 

第１節 

第１章 災害予防対策 

第１節 防災意識の高揚 

第１ 市民に対する防災意識の高揚 

１ （略） 

２ 防災知識の普及啓発推進 

  市（総務部）及び消防本部等（消防本部、消防署及び消防分署をいう。

以下同じ。）は、市民一人ひとりが常に防災に関心を持ち、自らの問題と

して受け止め、防災に対する正しい知識と技術を身につけられるよう、防

災知識の普及啓発を推進する。 

  また、県と連携し、家庭で普段からできる防災対策について、市民へ周

知していくとともに、警戒レベルとそれに応じて市民がとるべき行動に

ついて周知を図る。 

さらに、避難勧告等が発令された場合の安全確保措置としては、指定緊

急避難場所への移動を原則とするものの、避難時の周囲の状況等により、

避難場所への移動を行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ない

と市民等自身が判断する場合は、近隣の緊急的な退避場所への移動又は

屋内での退避等を行うべきことについて、市（総務部）は、日頃から市民

等への周知徹底に努める。 

 ⑴ 普及啓発活動 

  ア 主な普及啓発活動 

   ㋐～㋒ （略） 

   ㋓ 電話帳（ＮＴＴ防災タウンページ、ＮＴＴハローページ）におけ

る避難場所等防災知識の普及 

   ㋔～㋗ （略） 

  イ 消防団員（水防団員）、地域消防防災活動協力員、防災士等による

防災普及啓発活動の促進 

    市（総務部・各支所）及び消防本部等は、消防団員（水防団員）、

地域消防防災活動協力員、防災士等による地域における防災普及啓発活

動を促進するとともに、重要水防箇所、災害危険箇所・区域の場所、風水

第１章 災害予防対策 

第１節 防災意識の高揚 

第１ 市民に対する防災意識の高揚 

１ （略） 

２ 防災知識の普及啓発推進 

  市（総務部）及び消防本部等（消防本部、消防署及び消防分署をいう。

以下同じ。）は、市民一人ひとりが常に防災に関心を持ち、自らの問題と

して受け止め、防災に対する正しい知識と技術を身につけられるよう、防

災知識の普及啓発を推進する。 

また、                             

                                  

          

   避難勧告等が発令された場合の安全確保措置としては、指定緊

急避難場所への移動を原則とするものの、避難時の周囲の状況等により、

避難場所への移動を行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ない

と市民等自身が判断する場合は、近隣の緊急的な退避場所への移動又は

屋内での退避等を行うべきことについて、市（総務部）は、日頃から市民

等への周知徹底に努める。 

⑴ 普及啓発活動 

  ア 主な普及啓発活動 

   ㋐～㋒ （略） 

   ㋓ 電話帳（            ＮＴＴハローページ）におけ

る避難場所等防災知識の普及 

   ㋔～㋗ （略） 

  イ 消防団員（水防団員）、地域消防防災活動協力員    等による

防災普及啓発活動の促進 

    市（総務部・各支所）及び消防本部等は、消防団員（水防団員）、

地域消防防災活動協力員    等による地域における防災普及啓発活

動を促進するとともに、重要水防箇所、災害危険箇所・区域の場所、風水
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該当部分 修 正 案 現   行 

害等発生時にとるべき行動、避難場所等の周知を行い、防災知識の普及を

図る。 

  ウ （略） 

⑵ （略） 

３ （略） 

第２～第６ （略） 

害等発生時にとるべき行動、避難場所等の周知を行い、防災知識の普及を

図る。 

ウ （略） 

⑵ （略） 

３ （略） 

第２～第６ （略） 

第１章 

第２節 

第２節 地域防災の充実・ボランティア連携強

化  

第１・第２（略） 

第３ 消防団（水防団）の活性化の推進 

  （略） 

  ア 消防団活性化総合計画の策定 

  イ 消防団活動に必要な各種資材の整備・充実 

  ウ 消防団員に対する各種教育訓練の実施 

  エ 女性消防団員、機能別消防団員の加入促進事業の実施 

オ 地域住民に対する消防団活動や加入促進の広報等 

第４～第８          （略） 

第２節 地域防災の充実・ボランティア連携強

化  

第１・第２（略） 

第３ 消防団（水防団）の活性化の推進 

  （略） 

  ア   団活性化総合計画の策定 

  イ   団活動に必要な各種資材の整備・充実 

  ウ   団員に対する各種教育訓練の実施 

  エ 女性  団員、機能別  団員の加入促進事業の実施 

オ 地域住民に対する  団活動や加入促進の広報等 

第４～第８          （略） 

第１章 

第３節 

第３節 防災訓練の実施 

（略） 

第３節 防災訓練の実施 

（略） 

第１章 

第４節 

第４節 避難行動要支援者対策 

第１ （略） 

第２ 地域における避難行動要支援者に対する安全性の確保 

（略） 

１ （略） 

２ 避難行動要支援者名簿の作成 

 ⑴～⑶ （略） 

⑷ 避難行動要支援者名簿の管理 

   市（保健福祉部・各支所）は、庁舎の被災等の事態が生じた場合にお

いても避難行動要支援者名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報

の適切な管理に努める。 

第４節 避難行動要支援者対策 

第１ （略） 

第２ 地域における避難行動要支援者に対する安全性の確保 

（略） 

１ （略） 

２ 避難行動要支援者名簿の作成 

 ⑴～⑶ （略） 
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該当部分 修 正 案 現   行 

３～９ （略） 

第３ 要配慮者利用施設等における安全性の確保 

１ 洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域等の情報提供等 

  市（総務部・建設部・保健福祉部・各支所）は、洪水浸水想定区域や土

砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設そ

の他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設をいう。以下同

じ。）について、浸水害や土砂災害に関する情報の伝達方法、避難場所、

避難経路等の周知を行い、警戒避難体制を確立するなど防災体制の整備

促進に努める。 

  県（保健福祉部・教育委員会事務局・その他部局）及び市（総務部・建

設部・保健福祉部・各支所）は、当該要配慮者利用施設の所有者又は管理

者に対し、避難確保計画の作成について支援するものとし、必要な指示を

することができる。なお、正当な理由がなく、その指示に従わなかったと

きは、市長はその旨を公表することができる。 

２ 防災教育・訓練の充実 

市（保健福祉部・各支所）は、要配慮者利用施設の管理責任者に対し、

非常災害対策計画や避難確保計画に基づき、職員、利用者の防災訓練を定

期的に実施するとともに、施設の近隣住民に対しても利用者の避難の際

の協力を要請し、地域ぐるみの自主防災体制を確立するなど震災時の避

難対策を推進するよう指導する。 

３ （略） 

第４ （略） 

第５ 在市外国人に対する対策 

１・２ （略） 

３ 災害時における外国人への情報提供 

  市（企画部）は、災害時に実施する外国人支援施策及び災害情報をなる

べく多くの言語で発信するよう努める。また、必要に応じて県（産業労働観

光部）及び（公財）栃木県国際交流協会等と連携し、災害時における適切な

支援を行う。 

３～９ （略） 

第３ 要配慮者利用施設等における安全性の確保 

１          土砂災害警戒区域等の情報提供等 

  市（総務部・建設部・保健福祉部・各支所）は、県と連携、協力して、

土砂災害を受けるおそれのある要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、

医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設をい

う。以下同じ。）の管理責任者に対し、土砂災害警戒区域等、避難場所、

土砂災害の前兆現象の情報を提供し、警戒避難体制を確立するなど防災

体制の整備促進に努める。 

 

 

 

 

 

２ 防災教育・訓練の充実 

市（保健福祉部・各支所）は、要配慮者利用施設の管理責任者に対し、   

                   職員、利用者の防災訓練を定

期的に実施するとともに、施設の近隣住民に対しても利用者の避難の際

の協力を要請し、地域ぐるみの自主防災体制を確立するなど震災時の避

難対策を推進するよう指導する。 

３ （略） 

第４ （略） 

第５ 在市外国人に対する対策 

１・２ （略） 

３ 災害時外国人サポーターの確保 

  市（企画部）は、那須塩原市国際交流協会との連携を図り、在市外国人

（日本語の理解が十分でない者）に対して、災害時に適切な情報提供及び

支援を行うため、災害時外国人サポーター（通訳・翻訳等ボランティア）

等の外国人支援者の確保と速やかに動員できる体制づくりに努める。 

  県（産業労働観光部）及び（公財）栃木県国際交流協会は、災害時に市
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該当部分 修 正 案 現   行 

が実施する外国人支援施策について、災害時外国人サポーターの派遣な

ど適切な支援を行う。 

第１章 

第５節 

第５節 物資、資機材等の備蓄、調達体制の整備 

第１ 食料、生活必需品の備蓄 

１・２ （略） 

３ 備蓄体制の整備 

（略） 

  ○備蓄品目 

  ・食 料 等     インスタント米、    缶詰、ペットボトル 

水等  

 ・生活必需品     毛布、タオル、トイレットペーパー、医薬品、

簡易トイレ等 

  ・避難行動要支援者用 粉ミルク、哺乳瓶、離乳食、車いす、杖、身障

者用ポータブルトイレ、紙おむつ（大人用・子

ども用）等 

  ・そ の 他     発電機、投光器、暖房器具、燃料、段ボールベ 

ッド等 

４～７ （略） 

第２～第６ （略） 

第５節 物資、資機材等の備蓄、調達体制の整備 

第１ 食料、生活必需品の備蓄 

１・２ （略） 

３ 備蓄体制の整備 

（略） 

○備蓄品目 

  ・食 料 等     インスタント米、乾パン、缶詰、ペットボトル 

水等 

 ・生活必需品     毛布、タオル、トイレットペーパー、医薬品、 

簡易トイレ等 

  ・避難行動要支援者用 粉ミルク、哺乳瓶、離乳食、車いす、杖、身障

者用ポータブルトイレ、紙おむつ（大人用・子

ども用）等 

  ・そ の 他     発電機、投光器、暖房器具、燃料      

               等 

４～７ （略） 

第２～第６ （略） 

第１章 

第６節 

第６節 災害に強いまちづくり 

（略） 

第６節 災害に強いまちづくり 

（略） 

第１章 

第７節 

第７節 土砂災害・山地災害及び豪雨災害等予

防対策 

第１ （略） 

第２ 土砂災害防止法に基づく被害防止対策 

   （略） 

１ （略） 

２ 土砂災害警戒区域の指定等 

 ⑴ 県（県土整備部）は、市長の意見を聴いて、土砂災害のおそれのある

区域を「土砂災害警戒区域」（以下「警戒区域」という。）として指定す

第７節 土砂災害・山地災害及び豪雨災害等予

防対策 

第１ （略） 

第２ 土砂災害防止法に基づく被害防止対策 

   （略） 

１ （略） 

２ 土砂災害警戒区域の指定等 

 ⑴ 県（県土整備部）は、市長の意見を聴いて、土砂災害のおそれのある

区域を「土砂災害警戒区域」（以下「警戒区域」という。）として指定す
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該当部分 修 正 案 現   行 

る。本市では、１４５箇所（令和元年９月現在）が指定されている。 

 ⑵・⑶ （略） 

 ⑷ 県（保健福祉部・教育委員会事務局・その他部局）及び市（総務部・

建設部・保健福祉部・各支所）は、地域防災計画にその名称及び所在地

が定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、避難確保

計画の作成について支援するものとし、必要な指示をすることができ

る。なお、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、市長は

その旨を公表することができる。 

３ 土砂災害特別警戒区域の指定 

  県（県土整備部）は、市長の意見を聴いて、警戒区域のうち、土砂災害

が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民に著しい危害が生じるおそ

れがある区域を「土砂災害特別警戒区域」として指定する。本市では、１

２７箇所（令和元年９月現在）が指定されており、県（県土整備部）及び

市（建設部）は、当該土砂災害特別警戒区域において次の措置を実施する。 

 （略） 

第３～第９ （略） 

 

第５ 地すべり等の対策 

  本市の地すべり危険箇所については、１０箇所（令和元年９月現在）あ

る。危険箇所の実態調査、防止工事の実施、指定区域の管理については「地

すべり等防止法」（昭和３３年法律第３０号）により、国（それぞれの所

管省庁）及び県（環境森林部・農政部・県土整備部）が行うことになって

いるが、市（総務部・建設部・産業観光部）は、県と連携して危険箇所に

関する情報を広く住民に提供する。 

  また、市（総務部・保健福祉部・各支所）は、危険箇所周辺の住民及び

要配慮者利用施設等に対して、降雨があった場合には次の事項に注意し、

異常を察知した場合は、市又は警察に速やかに通報するよう周知を行う。 

第６ 山地災害等の対策 

  山地に起因する県環境森林部所管の災害危険地区（山腹崩壊危険地区、

崩壊土砂流出危険地区、地すべり危険地区）は、本市においては山間部を

中心に２００箇所（平成３１年４月現在 山腹崩壊危険地区１１４箇所、

る。本市では、１３９箇所（平成２９年４月現在）が指定されている。 

 ⑵・⑶ （略） 

 

 

 

 

 

 

３ 土砂災害特別警戒区域の指定 

  県（県土整備部）は、市長の意見を聴いて、警戒区域のうち、土砂災害

が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民に著しい危害が生じるおそ

れがある区域を「土砂災害特別警戒区域」として指定する。本市では、１

２３箇所（平成２９年４月現在）が指定されており、県（県土整備部）及

び市（建設部）は、当該土砂災害特別警戒区域において次の措置を実施す

る。 

 （略） 

第３～第９ （略） 

第５ 地すべり等の対策 

  本市の地すべり危険箇所については、８箇所（平成２９年４月現在）あ

る。危険箇所の実態調査、防止工事の実施、指定区域の管理については「地

すべり等防止法」（昭和３３年法律第３０号）により、国（それぞれの所

管省庁）及び県（環境森林部・農政部・県土整備部）が行うことになって

いるが、市（総務部・建設部・産業観光部）は、県と連携して危険箇所に

関する情報を広く住民に提供する。 

  また、市（総務部・保健福祉部・各支所）は、危険箇所周辺の住民及び

要配慮者利用施設等に対して、降雨があった場合には次の事項に注意し、

異常を察知した場合は、市又は警察に速やかに通報するよう周知を行う。 

第６ 山地災害等の対策 

  山地に起因する県環境森林部所管の災害危険地区（山腹崩壊危険地区、

崩壊土砂流出危険地区、地すべり危険地区）は、本市においては山間部を

中心に２００箇所（平成２９年４月現在 山腹崩壊危険地区１１４箇所、
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崩壊土砂流出危険地区８５箇所、地すべり危険地区１箇所）指定されてい

る。県（環境森林部）は、これらの山地災害危険地区における被害発生を

防ぐため、パトロール等による情報収集を実施するとともに、地況、林況、

地質特性、保全対象等から危険度を判定し、危険度の高いものから順次対

策工事（森林の整備）を実施する。 

  市（産業観光部）は、県（環境森林部）に協力し、対策工事が未着工の

箇所を中心に表示板を設置するなど広く住民に周知を行い、台風や豪雨

時等における被害発生の未然防止及び被害の軽減を図る。 

第７ 急傾斜地崩壊対策 

  本市における急傾斜地崩壊危険箇所は、１００箇所（令和元年９月現

在）となっている。これらの急傾斜地崩壊危険箇所に対しては、「急傾斜

地の崩壊による災害の防止に関する法律」（昭和４４年法律第５７号）に

基づきその対策を順次実施している。 

１～４ （略） 

第８ 土石流防止対策 

  本市の土石流危険渓流は、４６箇所（平成３１年４月現在）分布してお

り、これらの土石流の危険渓流防止対策については、昭和５７年９月７日

付建設事務次官通達「総合的な土石流対策の推進について」に従って、県

（県土整備部）において「砂防法」（明治３０年法律第２９号）に基づく

砂防指定地に指定して砂防工事が順次実施されており、併せて土石流危

険渓流及び土石流危険区域の周知、警戒避難体制の整備推進を図ってい

る。 

１～３ （略） 

第９ ゲリラ的集中豪雨等による道路等冠水対策 

（略） 

崩壊土砂流出危険地区８５箇所、地すべり危険地区１箇所）指定されてい

る。県（環境森林部）は、これらの山地災害危険地区における被害発生を

防ぐため、パトロール等による情報収集を実施するとともに、地況、林況、

地質特性、保全対象等から危険度を判定し、危険度の高いものから順次対

策工事（森林の整備）を実施する。 

  市（産業観光部）は、県（環境森林部）に協力し、対策工事が未着工の

箇所を中心に表示板を設置するなど広く住民に周知を行い、台風や豪雨

時等における被害発生の未然防止及び被害の軽減を図る。 

第７ 急傾斜地崩壊対策 

  本市における急傾斜地崩壊危険箇所は、９６箇所（平成２９年４月現

在）となっている。これらの急傾斜地崩壊危険箇所に対しては、「急傾斜

地の崩壊による災害の防止に関する法律」（昭和４４年法律第５７号）に

基づきその対策を順次実施している。 

１～４ （略） 

第８ 土石流防止対策 

  本市の土石流危険渓流は、４６箇所（平成２９年４月現在）分布してお

り、これらの土石流の危険渓流防止対策については、昭和５７年９月７日

付建設事務次官通達「総合的な土石流対策の推進について」に従って、県

（県土整備部）において「砂防法」（明治３０年法律第２９号）に基づく

砂防指定地に指定して砂防工事が順次実施されており、併せて土石流危

険渓流及び土石流危険区域の周知、警戒避難体制の整備推進を図ってい

る。 

１～３ （略） 

第９ ゲリラ的集中豪雨等による道路等冠水対策 

（略） 

第１章 

第８節 

第８節 水防体制の整備 

第１・第２ （略） 

第３ 洪水予報河川等に指定されていない中小河川における対策 

   市（総務部）は、洪水予報河川等に指定されていない中小河川につい

て、河川管理者から必要な情報提供、助言を受けつつ、過去の浸水実績等

を把握したときは、これを水害リスク情報として住民、滞在者その他の者

第８節 水防体制の整備 

第１・第２ （略） 
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へ周知するものとする。 

第４ 洪水浸水想定区域における対策 

１ 洪水浸水想定区域の指定 

  国土交通省関東地方整備局及び県（県土整備部）は、洪水予報を実施す

る指定河川について、洪水時の円滑な避難を確保し、水害による被害の軽

減を図るため、当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水

浸水想定区域として指定し、その区域及び浸水した場合の想定水深、浸水

継続時間等を公表するとともに、市に通知する。 

２ 市が実施する対策 

  市（総務部）は、洪水浸水想定区域の指定があった場合、当該浸水想定

区域ごとに、次の事項を定めるとともに、印刷物の配布その他必要な措置

により住民及び要配慮者利用施設等に周知を図る。 

 ア～エ （略） 

 オ 要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として

防災上の配慮を要する者が利用する施設）で、その施設利用者の洪水時

の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものがある

場合は、その名称及び所在地 

 カ 市の条例で定める用途及び規模に該当する大規模な工場その他の施

設で、その洪水時の浸水の防止を図る必要があると認められるもので、

かつ、当該施設の所有者又は管理者からの申し出があった場合は、その

名称及び所在地 

   また、市（総務部）は、市地域防災計画にこれらの施設等を定めた場

合は、施設等に対する洪水予報等の伝達方法を定めるとともに、要配慮

者利用施設の所有者又は管理者に対しては、避難確保計画の作成につ

いて支援するものとし、必要な指示をすることができる。なお、正当な

理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することが

できる。 

   さらに市（総務部）は、効果的な避難等応急対策に資する洪水ハザー

ドマップを各世帯に配布し、その有効利用を進める。 

 

第３   浸水想定区域における対策 

１   浸水想定区域の指定 

  国土交通省関東地方整備局及び県（県土整備部）は、洪水予報を実施す

る指定河川について、洪水時の円滑な避難を確保し、水害による被害の軽

減を図るため、当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を   

浸水想定区域として指定し、その区域及び浸水した場合の想定水深、浸水

継続時間等を公表するとともに、市に通知する。 

２ 市が実施する対策 

  市（総務部）は、  浸水想定区域の指定があった場合、当該浸水想定

区域ごとに、次の事項を定めるとともに、印刷物の配布その他必要な措置

により住民及び要配慮者利用施設等に周知を図る。 

 ア～エ （略） 

 オ 高齢者、障害者、乳幼児その他防災上配慮を要する者が利用する施設 

                  で、その施設利用者の洪水時

の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものがある

場合は、その名称及び所在地 

 カ 市の条例で定める用途及び規模に該当する大規模な工場その他の施

設で、その洪水時の浸水の防止を図る必要があると認められるもので、

かつ、当該施設の所有者又は管理者からの申し出があった場合は、その

名称及び所在地 

  また、市（総務部）は、市地域防災計画にこれらの施設等を定めた場合

は、施設等に対する洪水予報等の伝達方法を定める。         

                                 

                                 

                                 

     

   さらに市（総務部）は、効果的な避難等応急対策に資する洪水ハザー

ドマップを各世帯に配布し、その有効利用を進める。 

第１章 第９節 積雪・雪崩等予防対策 第９節 積雪・雪崩等予防対策 
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第９節 （略） （略） 

第１章 

第１０節 

第１０節 農林業関係災害予防対策 

（略） 

第１０節 農林業関係災害予防対策 

（略） 

第１章 

第１１節 

第１１節 気象情報の収集・伝達体制の整備 

第１ 気象情報等の収集 

１ 宇都宮地方気象台から発表される気象注意報、警報の収集 

 （略） 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 宇都宮地方気象台が発表する風水害・雪害に係る注意報・警報の種類

及び発表基準 

   （略） 

那須 

塩原

市 

府県予報区 栃木県 

一次細分区域 北部 

市町村等をまとめ

た地域 

那須地域 

警 

報 

大雨 （浸水害） 表面雨量指数基準 16 

（土砂災

害） 

土壌雨量指数基準

（※１） 

135 

 

洪水 

流域雨量指数基準

（※２） 

箒川流域＝32.1、熊川流域＝14.6 

複合基準 余笹川流域＝（9，19.9）、熊川流

域＝（9，13.1） 

指定河川洪水予報

による基準 

那珂川上流部［晩翠橋・黒羽］、蛇

尾川［蛇尾橋］、余笹川［中余笹橋］ 

暴風 平均風速 20m/s 

暴風雪 平均風速 20m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 平地 ２４時間降雪の深さ 

30cm 

山地 ２４時間降雪の深さ 

70cm 

注意

報 
大雨 表面雨量指数基準 12 

土壌雨量指数基準 89 

第１１節 気象情報の収集・伝達体制の整備 

第１ 気象情報等の収集 

１ 宇都宮地方気象台から発表される気象注意報、警報の収集 

 （略） 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 宇都宮地方気象台が発表する風水害・雪害に係る注意報・警報の種類

及び発表基準 

   （略） 

那須 

塩原

市 

府県予報区 栃木県 

一次細分区域 北部 

市町村等をまとめ

た地域 

那須地域 

警 

報 

大雨 （浸水害） 表面雨量指数基準 16 

（土砂災

害） 

土壌雨量指数基準

（※１） 

135 

 

洪水 

流域雨量指数基準

（※２） 

箒川流域＝32.1、熊川流域＝14.6 

複合基準 余笹川流域＝（9，19.9）、熊川流

域＝（9，13.1） 

指定河川洪水予報

による基準 

那珂川上流部［晩翠橋・黒羽］、蛇

尾川［蛇尾橋］、余笹川［中余笹橋］ 

暴風 平均風速 20m/s 

暴風雪 平均風速 20m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 平地 ２４時間降雪の深さ 

30cm 

山地 ２４時間降雪の深さ 

70cm 

注意

報 
大雨 表面雨量指数基準 12 

土壌雨量指数基準 81 
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（※１） 

洪水 流域雨量指数基準

（※２） 

箒川流域＝22.5、熊川流域＝11.6 

複合基準 余笹川流域＝（9，14.2）、熊川流

域＝（9，9.3） 

指定河川洪水予報

による基準 

那珂川上流部［晩翠橋・黒羽］、蛇

尾川［蛇尾橋］、余笹川［中余笹橋］ 

強風 平均風速 12m/s 

風雪 平均風速 12m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 平地 ２４時間降雪の深さ 

10cm 

山地 ２４時間降雪の深さ 

30cm 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

濃霧 視程 100ｍ 

乾燥 最小湿度30％ 実効湿度60％ 

なだれ ①２４時間降雪の深さが30cm以上 

②40cm以上の積雪があって日最高気温が6℃以上 

低温 夏期：最低気温16℃以下の日が２日以上継続 

冬期：最低気温－9℃以下 

霜 早霜・晩霜期に最低気温4℃以下 

着氷・着雪 著しい着氷（雪）が予想される場合 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 110㎜ 

 〈参考〉 

  （※１）土壌雨量指数 

      降雨による土砂災害発生の危険性を示す指標で、土壌中に貯まっ

ている雨水の量を示す指数。解析雨量、降水短時間予報をもとに、１

km四方の領域ごとに算出する。 

  （※２）流域雨量指数 

      降雨による洪水災害発生の危険性を示す指標で、対象となる地域、

時刻に存在する流域の雨水の量を示す指数。解析雨量、降水短時間

（※１） 

洪水 流域雨量指数基準

（※２） 

箒川流域＝22.5、熊川流域＝11.6 

複合基準 余笹川流域＝（9，14.2）、熊川流

域＝（9，9.3） 

指定河川洪水予報

による基準 

那珂川上流部［晩翠橋・黒羽］、蛇

尾川［蛇尾橋］、余笹川［中余笹橋］ 

強風 平均風速 12m/s 

風雪 平均風速 12m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 平地 ２４時間降雪の深さ 

10cm 

山地 ２４時間降雪の深さ 

30cm 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

濃霧 視程 100ｍ 

乾燥 最小湿度30％ 実効湿度60％ 

なだれ ①２４時間降雪の深さが30cm以上 

②40cm以上の積雪があって日最高気温が6℃以上 

低温 夏期：最低気温16℃以下の日が２日以上継続 

冬期：最低気温－9℃以下 

霜 早霜・晩霜期に最低気温4℃以下 

着氷・着雪 著しい着氷（雪）が予想される場合 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 110㎜ 

  〈参考〉 

  （※１）土壌雨量指数 

      降雨による土砂災害発生の危険性を示す指標で、土壌中に貯まっ

ている雨水の量を示す指数。解析雨量、降水短時間予報をもとに、５

km四方の領域ごとに算出する。 

  （※２）流域雨量指数 

      降雨による洪水災害発生の危険性を示す指標で、対象となる地域、

時刻に存在する流域の雨水の量を示す指数。解析雨量、降水短時間
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予報をもとに、１km四方の領域ごとに算出する。 

２ （略） 

第２～第３ （略） 

予報をもとに、５km四方の領域ごとに算出する。 

２ （略） 

第２～第３ （略） 

第１章 

第１２節 

第１２節 情報通信・放送網の整備 

第１ （略） 

第２ 整備する情報通信機器等 

１～４ （略） 

５ 電話応答システム 

電話番号 0287－23－7452 

 

 

 

６～８ （略） 

第３ 栃木県防災行政ネットワーク 

  （略） 

 ○栃木県防災行政ネットワークの概要 

 （略） 

 ・県庁を中心に、市町、消防、防災関係機関１０６箇所を衛星系及び移動

系で整備している。 

 （略） 

第４ （略） 

第１２節 情報通信・放送網の整備 

第１ （略） 

第２ 整備する情報通信機器等 

１～４ （略） 

５ 電話応答システム 

 黒磯地区内情報 

電話番号 0287－62－8891 

ＦＡＸ番号 0287－62－8874 

          ※西那須野・塩原地区については、設定なし 

６～８ （略） 

第３ 栃木県防災行政ネットワーク 

  （略） 

 ○栃木県防災行政ネットワークの概要 

 （略） 

 ・県庁を中心に、市町、消防、防災関係機関１２８箇所を衛星系及び移動

系で整備している。 

 （略） 

第４ （略） 

第１章 

第１３節 

第１３節 避難体制の整備 

災害発生時に危険区域にいる住民及び旅館、ホテル等の利用者や帰

宅困難者等を混乱なく避難させるため、あらかじめ避難所等の選定、

避難誘導体制や避難所運営体制の整備を促進し、避難者の安全確保に

努める。また、逃げ遅れをなくすため、避難に関する知識とともに、

「自らの命は自らが守る」という意識を持ち自らの判断で避難行動を

とること及び早期避難の重要性を市民に周知する。 

第１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定及び整備 

第１３節 避難体制の整備 

 災害発生時に危険区域にいる住民及び旅館、ホテル等の利用者や帰

宅困難者等を混乱なく避難させるため、あらかじめ避難所等の選定、

避難誘導体制や避難所運営体制の整備を促進し、避難者の安全確保に

努める。                            

                                

                       

第１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定及び整備 
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該当部分 修 正 案 現   行 

１～２ （略） 

３ 福祉避難所の指定 

 ⑴ 市（保健福祉部）は、避難所内の一般避難スペースでは生活するこ

とが困難な避難行動要支援者が、避難所での生活において特別な配慮

が受けられるなど、要配慮者の状態に応じて安心して生活ができる体

制を整備した福祉避難所を必要数確保し、指定する。 

⑵・⑶ （略） 

４ 指定避難所の整備 

  （略） 

  ○整備に当たっての留意事項 

   （略） 

   ・外国人（日本語の理解が十分でない者）の避難に資するため、案内

板等の外国語化や多言語表示シートの整備、マークの共通化等に

努めること。 

   （略） 

第２ （略） 

第３ 避難実施・誘導体制の整備 

１ 避難基準の設定 

  市（総務部・各支所）は、土砂災害警戒区域や、指定河川等について、

浸水が予想される地域の住民に対する避難勧告、避難指示等を行う場合

の基準を、あらかじめ降雨量、河川の水位、土砂災害警戒情報及び洪水予

報に加え、国の避難勧告等に関するガイドラインに示されているとおり、

流域雨量指数の予測値（洪水警報の危険度分布）、土砂災害警戒判定メッ

シュ情報等により検討して設定するとともに、対象区域ごとに当該区域

内の世帯数、居住者数と避難行動要支援者の状況、要配慮者利用施設の

所在状況など、避難勧告等の実施に当たって必要となる情報を事前に把

握・整理しておき、必要に応じ見直すよう努めるものとする。 

２～４ （略） 

第４ 避難所管理・運営体制の整備 

１～２ （略） 

３ 福祉避難所の指定 

 ⑴ 市（保健福祉部）は、一般の指定避難所では生活することが困難な避

難行動要支援者が、避難所での生活において特別な配慮が受けられる

など、要配慮者の状態に応じて安心して生活ができる体制を整備した

福祉避難所を必要数確保し、指定する。 

⑵・⑶ （略） 

４ 指定避難所の整備 

  （略） 

  ○整備に当たっての留意事項 

   （略） 

   ・外国人（日本語の理解が十分でない者）の避難に資するため、案内

板等の外国語化や多言語表示シートの整備        等に

努めること。 

   （略） 

第２ （略） 

第３ 避難実施・誘導体制の整備 

１ 避難基準の設定 

  市（総務部・各支所）は、土砂災害警戒区域や、          

浸水が予想される地域の住民に対する避難勧告、避難指示等を行う場合

の基準を、あらかじめ降雨量、河川の水位、土砂災害警戒情報及び洪水予

報の基準等により                         

                                 

        検討して設定するとともに、対象区域ごとに当該区域

内の世帯数、居住者数と避難行動要支援者の状況、要配慮者利用施設の所

在状況など、避難勧告等の実施に当たって必要となる情報を事前に把握・

整理しておき、必要に応じ見直すよう努めるものとする。 

 

２～４ （略） 

第４ 避難所管理・運営体制の整備 
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該当部分 修 正 案 現   行 

１～３ （略） 

４ 指定管理者等との役割分担の明確化 

  市（総務部・保健福祉部・教育委員会事務局教育部）は、指定管理施設

を指定避難所とする場合には、施設の設置者及び指定管理者との間で事

前に避難所運営に関する役割分担等を明確にしておく。 

５ 専門家等との情報交換 

  市（保健福祉部）及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の

継続的な確保のために、専門家等との定期的な情報交換に努める。 

 第５ （略） 

１～３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

第５ （略） 

第１章 

第１４節 

第１４節 消防・救急・救助体制の整備 

第１ 組織の充実強化 

  市（総務部・各支所）及び消防本部等は、「消防力の整備指針」に基づ

いて消防組織の整備を図るとともに、長期的展望に立った効率的な組織

づくりを推進し、消防体制の強化に努める。特に、消防団員の減少やサラ

リーマン化をはじめ、一部では高齢化の問題を抱えている消防団につい

て、団員の確保と資質の向上を図るほか、機能別消防団員及び女性消防

団員の加入を推進し、平日の日中時間帯における人員確保に努める。 

第２～第５ （略） 

第１４節 消防・救急・救助体制の整備 

第１ 組織の充実強化 

  市（総務部・各支所）及び消防本部等は、「消防力の整備指針」に基づ

いて消防組織の整備を図るとともに、長期的展望に立った効率的な組織

づくりを推進し、消防体制の強化に努める。特に、  団員の減少やサラ

リーマン化をはじめ、一部では高齢化の問題を抱えている消防団につい

て、団員の確保と資質の向上を図るほか、機能別  団員及び女性   

団員の加入を推進し、平日の日中時間帯における人員確保に努める。 

第２～第５ （略） 

第１章 

第１５節 

第１５節 医療救護・防疫体制の整備 

（略） 

第１５節 医療救護・防疫体制の整備 

（略） 

第１章 

第１６節 

第１６節 防災拠点の整備 

第２ 災害対策活動拠点の整備 

１ 災害対策活動拠点の種類 

 ⑴～⑷ （略） 

 ⑸ 広域物資拠点（一次集積拠点） 

  広域物資拠点は、県（県民生活部）が、全国からの支援物資の一次的な

集積及び配分活動を行うための拠点として整備するもので、市内では

那須野が原公園が拠点となっている。 

   また、県（県民生活部・県土整備部）は、県有施設や県営都市公園、

第１６節 防災拠点の整備 

第２ 災害対策活動拠点の整備 

１ 災害対策活動拠点の種類 

 ⑴～⑷ （略） 
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該当部分 修 正 案 現   行 

また、（一社）栃木県トラック協会及び栃木県倉庫協会と締結した災害

時協定に基づき、同協会会員施設からあらかじめ幹線道路からのアク

セス等を踏まえて複数の候補施設を選定して、広域物資拠点の確保を

促進する。 

 ⑹ 地域物資拠点（二次集積拠点） 

  市（総務部）は、市有施設を中心に、避難所への支援物資の提供を行う

ための中継の役割を担う地域物資拠点の整備を促進する。 

２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

２ （略） 

第１章 

第１７節 

第１７節 建築物災害予防対策 

（略） 

第１７節 建築物災害予防対策 

（略） 

第１章 

第１８節 

第１８節 公共施設等災害予防対策 

第１ 上水道施設 

（略） 

  ⑴～⑵ （略） 

  ⑶ 水道水の確保 

    浄水及び配水施設の耐震化等適切な維持管理を図り、      

                水道水の安定供給を継続でき

るようにする。 

⑷～⑻ （略） 

第２～第４ （略） 

第１８節 公共施設等災害予防対策 

第１ 上水道施設 

（略） 

  ⑴～⑵ （略） 

  ⑶ 水道水の確保 

    浄水及び配水施設の耐震化等適切な維持管理を図るほか、流入管、

流出管には、緊急しゃ断弁等を設置し、水道水の安定供給を継続でき

るようにする。 

⑷～⑻ （略） 

第２～第４ （略） 

第１章 

第１９節 

第１９節 危険物施設等災害予防対策 

（略） 

第１９節 危険物施設等災害予防対策 

（略） 

第１章 

第２０節 

第２０節 文教施設等災害予防対策 

（略） 

第２０節 文教施設等災害予防対策 

（略） 
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該当部分 修 正 案 現   行 

第１章 

第２１節 

第２１節 防災関係機関相互応援体制の整備 

第１ （略） 

第２ 消防広域応援体制の整備 

１ 県内消防相互応援体制の整備 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 栃木県広域消防応援等計画による充実強化 

   消防本部は、特殊災害消防相互応援協定に基づく応援に具体性を持

たせるため、県（県民生活部）が平成３０年      ４月に策定し

た「栃木県広域消防応援等計画」に基づき、情報連絡体制、応援部隊編

成、指揮体制、通信体制、後方支援体制等必要な事前体制について整備

する。 

   また、応援要請方法、応援出動方法等災害発生時の対応について、消

防機関の有機的連携の確保及び広域応援体制の充実強化を図る。 

 ⑶ （略） 

２ 緊急消防援助隊の受援体制の整備 

  県（県民生活部）及び消防本部は、相互に協力して、阪神・淡路大震災

の教訓を踏まえ、国内で発生した大規模災害時における人命救助活動等

を効果的かつ充実したものとするため創設された「緊急消防援助隊」の受

援体制の整備に努める。 

  また、消防本部は、平成３０年度に策定された「栃木県緊急消防援助隊

受援計画」に基づき、県（県民生活部）との連携のもと県外からの緊急消

防援助隊が市長等の指揮の下円滑に活動できる体制の確保を図る。 

第３ （略） 

第２１節 防災関係機関相互応援体制の整備 

第１ （略） 

第２ 消防広域応援体制の整備 

１ 県内消防相互応援体制の整備 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 栃木県広域消防応援等計画による充実強化 

   消防本部は、特殊災害消防相互応援協定に基づく応援に具体性を持

たせるため、県（県民生活部）と県消防長会で平成１６年４月に策定し

た「栃木県広域消防応援等計画」に基づき、情報連絡体制、応援部隊編

成、指揮体制、通信体制、後方支援体制等必要な事前体制について整備

する。 

   また、応援要請方法、応援出動方法等災害発生時の対応について、消

防機関の有機的連携の確保及び広域応援体制の充実強化を図る。 

 ⑶ （略） 

２ 緊急消防援助隊の受援体制の整備 

  県（県民生活部）及び消防本部は、相互に協力して、阪神・淡路大震災

の教訓を踏まえ、国内で発生した大規模災害時における人命救助活動等

を効果的かつ充実したものとするため創設された「緊急消防援助隊」の受

援体制の整備に努める。 

  また、消防本部は、平成２０年度に策定された「栃木県緊急消防援助隊

受援計画」に基づき、県（県民生活部）との連携のもと県外からの緊急消

防援助隊が市長等の指揮の下円滑に活動できる体制の確保を図る。 

第３ （略） 

第１章 

第２２節 

第２２節 孤立集落災害予防対策 

（略） 

第２２節 孤立集落災害予防対策 

（略） 

第２章 

第１節 

第２章 災害応急対策 

第１節 活動体制の確立 

（略） 

第２章 災害応急対策 

第１節 活動体制の確立 

（略） 

第２章 第２節 情報の収集・伝達及び通信確保対策 第２節 情報の収集・伝達及び通信確保対策 
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該当部分 修 正 案 現   行 

第２節 第１～第４ （略） 

第５ 通信手段の種類 

 （略） 

通信手段 説 明 等 

配置と電話番号等 

本 庁 西那須野支所 塩原支所 

県防災行政

ネットワー

ク 

（略） （略） （略） （略） 

市防災行政

無線 

（略） （略） （略） （略） 

ＮＴＴ災害

時優先電話 

（略） （略） （略） （略） 

ＮＴＴ特設

公衆電話 

災害時に優

先的に発信

できる電話

設備。 

災害発生時に指定避難所となる小中学校を中心と

して 53施設 138回線を整備。避難所開設時に、体

育館等に設置された配線盤に電話機を接続して使

用する。発信のみ可能。 

ＮＴＴドコ

モ災害時優

先電話 

（略） （略） 

衛星携帯電

話（イリジ

ウム） 

（略） （略） 

第６ （略） 

第１～第４ （略） 

第５ 通信手段の種類 

 （略） 

通信手段 説 明 等 

配置と電話番号等 

本 庁 西那須野支所 塩原支所 

県防災行政

ネットワー

ク 

（略） （略） （略） （略） 

市防災行政

無線 

（略） （略） （略） （略） 

ＮＴＴ災害

時優先電話 

（略） （略） （略） （略） 

ＮＴＴ特設

公衆電話 

災害時に優

先的に発信

できる電話

設備。 

災害発生時に指定避難所となる小中学校を中心

として38施設108回線を整備。避難所開設時に、

体育館等に設置された配線盤に電話機を接続し

て使用する。発信のみ可能。 

ＮＴＴドコ

モ災害時優

先電話 

（略） （略） 

衛星携帯電

話（イリジウ

ム） 

（略） （略） 

第６ （略） 

第２章 

第３節 

第３節 災害拡大防止活動 

第１ （略） 

第２ 浸水被害の拡大防止 

１ 市及び水防団の活動 

第３節 災害拡大防止活動 

第１ （略） 

第２ 浸水被害の拡大防止 

１ 市及び水防団の活動 
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該当部分 修 正 案 現   行 

（略） 

⑴ 水防管理団体の非常配備 

  ア （略） 

  イ 本部員の非常配備 

    水防管理団体の本部（水防事務担当者：消防署、消防分署）の非常

配備については、県水防本部員の非常配備に準ずるものとし、水防管

理者はあらかじめその体制を整備しておくものとする。 

ウ 消防機関における配備 

   ㋐ （略） 

㋑ 準備 

  （略） 

 ａ・ｂ （略） 

 ｃ 水門、ひ門等の水防上重要な工作物のある所へ水防団員（消防

団員）を派遣し水門等の開閉準備をする 

㋒・㋓ （略） 

⑵・⑶ （略） 

第３ （略） 

（略） 

⑴ 水防管理団体の非常配備 

  ア （略） 

  イ 本部員の非常配備 

    水防管理団体の本部（水防事務担当者：消防本部    ）の非常

配備については、県水防本部員の非常配備に準ずるものとし、水防管

理者はあらかじめその体制を整備しておくものとする。 

ウ 消防機関における配備 

   ㋐ （略） 

㋑ 準備 

（略） 

 ａ・ｂ （略） 

 ｃ 水門、ひ門等の水防上重要な工作物のある所へ  団員   

   を派遣し水門等の開閉準備をする 

㋒・㋓ （略） 

⑵・⑶ （略） 

第３ （略） 

第２章 

第４節 

第４節 相互応援協力・派遣要請 

（略） 

第４節 相互応援協力・派遣要請 

（略） 

第２章 

第５節 

第５節 災害救助法の適用 

第１・第２ （略） 

第３ 災害救助法に基づく救助の種類 

  （略） 

  ア 避難所の設置     

  イ～ソ （略） 

               

第４ （略） 

第５節 災害救助法の適用 

第１・第２ （略） 

第３ 災害救助法に基づく救助の種類 

  （略） 

  ア 避難所の設置及び収容 

  イ～ソ （略） 

  タ 応急救助のための労力 

第４ （略） 

第２章 

第６節 

第６節 避難対策 

第１ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）及び災害

発生情報 

１ 実施体制 

第６節 避難対策 

第１ 実施体制 

  市長が避難の勧告、指示及び警戒区域の設定を行う際には、市（総務部）

は、必要に応じて県（県民生活部）に対して対策支援を要請する。 
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該当部分 修 正 案 現   行 

  避難勧告等は、各法律により定めるとおり下表の者が実施する。 

  

   
区 分 

実 施 者          

（根拠法令等） 
措 置       実 施 の 基 準          

 

避難準備

・高齢者

等避難開

始 

市長 

災害対策基本法 

第５６条第１項 

一般住民の避

難準備・避難

に時間がかか

る要配慮者等

の立ち退き開

始の発令 

災害が発生し、又は発

生するおそれがある場

合において、特に必要

と認められるとき 

 

避難の 

 

勧 告 

 

市長 

災害対策基本法 

第６０条第１項・

第２項 

立ち退きの勧

告、 

立ち退き先の

指示 

         

災害が発生し、又は発

生するおそれがある場

合において、特に必要

と認められるとき 

知事 

災害対策基本法 

第６０条第６項      

立ち退きの勧

告、 

立ち退き先の

指示 

         

災害の発生により市町

がその全部又は大部分

の事務を行うことがで

きなくなったとき 

 

    

    

       

    

    

    

    

避 難 の 

市長 

災害対策基本法 

第６０条第１項・

第２項    

立ち退きの指

示、 

立ち退き先の

指示 

 

災害が発生し、又は発

生するおそれがある場

合において、特に必要

と認められ、急を要す

るとき 

知事 

災害対策基本法 

第６０条第６項 

立ち退きの指

示、 

立ち退き先の

指示 

災害の発生により市町

がその全部又は大部分

の事務を行うことがで

きなくなったとき 

また、住民に危険が切迫するなど急を要する場合で、市長が避難の勧

告、指示を行うことができないなどの場合は、法令の規定により知事等が

避難の指示等を行うものとする。この場合、指示等を行った者は、速やか

にその旨を市長に通知する。 

  また、市長は、県知事又は宇都宮地方気象台等の指定地方行政機関の長

に対し、当該勧告又は指示若しくは当該警戒区域の設定に関する事項に

ついて、助言を求めることができる。この場合、助言を求められた機関は、

その所掌事務に関し、必要な助言を行う。 

 

第２ 避難の勧告、指示及び警戒区域の設定の内容 

１ 避難の勧告及び指示 

 ⑴ 避難の勧告及び指示の基準 

   災害に係る避難の勧告及び指示は、次の場合に、避難勧告等の判断・

伝達マニュアルに基づき、今後の気象予報や、河川及び土砂災害危険箇

所の巡視等の結果などを総合的に判断し、必要な範囲の住民に対して

行う。 

なお、市長は、災害対策基本法に基づく避難の勧告、指示等を、危険

の切迫する前に十分な余裕をもって行うものとする。 

   県知事は、市長に対し、避難の勧告、指示等の判断に資する情報の提

供及び助言を行う。その際、単なる自然現象に関する情報の提供にとど

まらず、災害による危険が生ずることが予想される地域や避難の勧告、

指示等を発令すべきタイミングなどについて技術的に可能な範囲で助

言を行うものとする。 

   なお、市長は、避難時の周囲の状況等により避難のために立ち退きを

行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないときは、居住者に

対し、屋内での退避等の安全確保措置を指示することができる。 

  ア 洪水のおそれがあるとき 

  イ 土砂災害警戒情報や前兆現象の情報等により、土砂災害発生のお

それがあると判断したとき 

  ウ なだれのおそれがあるとき 

  エ 工作物等の倒壊のおそれがあるとき 
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指示等 

 

知事又はその命を受

けた職員 

地すべり等防止法

第２５条         

立ち退きの指

示 

地すべりにより、著し

い危険が切迫している

と認められるとき 

知事、その命を受け

た職員又は水防管

理者 

水防法第２９条 

立ち退きの指

示 

洪水により著しい危険

が切迫していると認め

られるとき 

警察官 

災害対策基本法 

第６１条第１項 

立ち退きの指

示、 

立ち退き先の

指示 

市町長が立ち退きを指

示することができない

とき又は市町長から要

求があったとき 

警察官 

警察官職務執行法 

第４条 

警告、避難の

措置 

 

人の生命又は身体に危

険を及ぼすおそれのあ

る天災など、危険があ

る場合において、危害

を受けるおそれのある

者に対して、特に急を

要するとき 

自衛官 

自衛隊法 

第９４条第１項 

警告、避難の

措置 

警察官がその場にいな

い場合に限り、自衛官

は警察官職務執行法第

４条の避難の措置をと

る 

２ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）及び災害発

生情報 

⑴ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）及び災害

発生情報の発令 

   市長は、あらかじめ定めた基準により必要と認める地域の居住者等

に対し、避難勧告等の判断・伝達マニュアルに基づき、以下の避難情

  オ その他特に必要があると認められるとき 

 〈資料編２－４６ 避難勧告等の判断・伝達マニュアル〉 

⑵ 避難の勧告及び指示の内容 

  市長その他の避難指示等実施機関（県、警察、自衛隊）は、次の事項

を明示して避難の勧告、指示を行う。 

 ア 避難対象地域 

 イ 避難先 

 ウ 避難経路 

 エ 避難の理由 

 オ 避難時の注意事項 

 カ その他の必要事項 

⑶ 避難の勧告及び指示の種類 

  法令に基づく避難の勧告及び指示の種類は、次表のとおりである。 

  市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、人の生命、

身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するために特に必要

があると認めるときは、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者

に対し、避難のための立ち退きを勧告又は指示し、速やかに知事に報告

する。 

なお、「勧告」とは、避難のための立ち退きを勧め又は促す行為をいい、「指

示」とは、被害の危険が目前に切迫している場合等に発すべきもので、勧告

よりも拘束力が強く住民を避難のため立ち退かせるものをいう。 

区 分 
実 施 者 

（根拠法令等） 
措   置 実 施 の 基 準 

避難の 

勧 告 

市町村長 

災害対策基本法 

第６０条第１項・第

２項 

立ち退きの

勧告、立ち退

き先の指示 

災害が発生し、又は

発生するおそれがあ

る場合において、特

に必要と認められる

とき 

知事 

 災害対策基本法 

 第６０条第６項 

立ち退きの

勧告、立ち退

き先の指示 

災害の発生により市

町村がその全部又は

大部分の事務を行う
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報を発令する。 

なお、避難時の周囲の状況等により避難のために立ち退きを行うこ

とがかえって危険を伴う場合等やむを得ないときは、居住者に対し、屋

内での退避等の安全確保措置を指示することができる。 

市長は、避難勧告等を発令したときは、速やかに、その旨を知事に報

告する。 

ア 避難準備・高齢者等避難開始 

    避難に時間のかかる要配慮者とその支援者に立退き避難を促す。

その他の人に対しては、立退き避難の準備を整えるとともに、以降の

防災気象情報、水位情報等に注意を払い、自発的に避難することを促

す。特に、突発性が高く予測が困難な土砂災害の危険性がある区域や

急激な水位上昇のおそれがある河川沿いでは、避難準備が整い次第、

指定緊急避難場所へ立退き避難することが望ましい。 

  イ 避難勧告 

    指定緊急避難場所等への立退き避難を基本とした避難を勧告す

る。近隣の安全な建物等の「近隣の安全な場所」への避難や「屋内安

全確保」も含む。 

  ウ 避難指示（緊急） 

    急を要すると認めるときに、避難のための立退きを指示する。必ず

発令するものではなく、地域の実情に応じて、緊急的に、又は重ねて

避難を促す場合などに発令し、災害が発生するおそれが極めて高い

状況等であることを踏まえ、指定緊急避難場所への避難に限らず、近

隣の安全な場所への避難や、屋外での移動がかえって命に危険を及

ぼしかねない場合には、屋内での退避等の安全確保も含めた緊急の

避難を指示する。 

  エ 災害発生情報 

    災害が発生していることを把握した場合に、可能な範囲で、命を守

るための最善の行動を指示する。 

〈資料編２－４６ 避難勧告等の判断・伝達マニュアル〉 

⑵ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）及び災害

発生情報の内容 

ことができなくなっ

たとき 

避難の 

指示等 

市町村長 

 災害対策基本法 

 第６０条第１項・

第２項 

立ち退きの

指示、立ち退

き先の指示 

災害が発生し、又は

発生するおそれがあ

る場合において、特

に必要と認められ、

急を要するとき 

知事 

 災害対策基本法 

 第６０条第６項 

立ち退きの

指示、立ち退

き先の指示 

災害の発生により市

町村がその全部又は

大部分の事務を行う

ことができなくなっ

たとき 

知事又はその命を

受けた職員 

 地すべり等防止

法第２５条 

立ち退きの

指示 

地すべりにより、著

しい危険が切迫して

いると認められると

き 

知事、その命を受け

た職員又は水防管

理者 

 水防法第２９条 

立ち退きの

指示 

洪水により著しい危

険が切迫していると

認められるとき 

警察官 

 災害対策基本法 

 第６１条第１項 

立ち退きの

指示、立ち退

き先の指示 

市町村長が立ち退き

を指示することがで

きないとき又は市町

村長から要求があっ

たとき 

警察官 

 警察官職務執行

法第４条 

警告、避難の

措置 

人の生命又は身体に

危険を及ぼすおそれ

のある天災など、危

険がある場合におい

て、危険を受けるお

それのある者に対し
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   市町その他の避難指示等実施機関は、次の事項を明示して避難準備・

高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）及び災害発生情報の発

令を行う。 

  ア 避難対象地域 

  イ 避難先 

  ウ 避難経路 

  エ 避難の理由 

  オ 避難時の注意事項 

  カ その他の必要事項 

避難準備・高齢者等避難開始、避難の勧告及び、避難指示（緊急）及

び災害発生情報を発令する際は、下表のとおり警戒レベルを付すとと

もに、住民が取るべき避難行動が分かるように伝達する。（警戒レベル

１、警戒レベル２は気象庁が発表する情報であり、参考に記載） 

住民は、警戒レベル３で高齢者等は避難、警戒レベル４で全員避難を基

本とする。 

警戒レベ

ル 

住民が取るべき行

動 

避難情報 

（警戒レ

ベル１） 

（災害への心構え

を高める。） 

（早期注意情報） 

（警戒レ

ベル２） 

（避難に備え自ら

の避難行動を確認

する。） 

（大雨・洪水注意報等） 

警戒レベ

ル３ 

高齢者等は立ち退

き避難する。 

その他の者は立ち

退き避難の準備を

し、自発的に避難す

る。 

避難準備・高齢者等避難開始 

警戒レベ

ル４ 

指定緊急避難場所

等への立ち退き避

難を基本とする避

避難勧告 

て、特に急を要する

とき 

自衛官 

 自衛隊法 

 第９４条第１項 

警告、避難の

措置 

警察官がその場にい

ない場合に限り、自

衛官は警察官職務執

行法第４条の避難の

措置をとる 

２ 警戒区域の設定 

⑴ 警戒区域の設定と避難の勧告・指示の違い 

   避難の勧告及び指示は対人的に行われるものであるのに対し、警戒

区域の設定は地域的に行われるところに違いがある。 

また、警戒区域の設定は、人の生命・身体に対し急迫する危険を回避

するため特に必要と認められる場合に行うものであり、違反者に対し

て罰則規定がある（避難指示には罰則規定はない）。 

⑵ 警戒区域の種類 

   法令に基づく警戒区域の設定の種類は、次表のとおりである。 

   市長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合で、人

の生命、身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めると

きは、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して

当該区域への立ち入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの

退去を命じ、速やかに知事に報告する。 

 実 施 者 

（根拠法令等） 
措   置 実 施 の 基 準 

⑴ 市町村長 

 災害対策基本法 

 第６３条第１項 

立ち入りの

制限、禁止、

退去命令 

災害が発生し、又はま

さに発生しようとし

ている場合で、生命、

身体に対する危険防

止のため特に必要と

認められるとき 

⑵ 水防団長、水防団

員、消防機関に属す

立ち入りの

制限、禁止、

水防上緊急の必要が

ある場合 
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３ 警戒区域の設定 

⑴ 警戒区域と避難の勧告・指示の違い 

   避難の勧告・指示は対人的に行われるものであるのに対し、警戒区域

の設定は地域的に行われる。また、警戒区域の設定には、避難の指示

にはない違反者に対する罰則規定があり、人の生命・身体に対し急迫

する危険を回避するため特に必要と認められる場合に行う。 

⑵ 実施体制 

   警戒区域の設定は各法律により定めるとおり下表の者

が実施する。 

 実施者 

（根拠法令等） 

措置 

 
実施の基準 

(1) 

 

 

 

市長 

 災害対策基本法 

 第６３条第１項 

 

立ち入りの

制限、禁止、

退去命令 

 

 

災害が発生し、又はまさに

発生しようとしているとき

、生命、身体に対する危険防

止のため特に必要と認めら

れるとき 

(2) 

 

 

水防団長、水防団員

、消防職員 

水防法第２１条 

立ち入りの

制限、禁止、

退去命令 

水防上緊急の必要がある場

合 

 

難行動をとる。 

災害が発生するお

それが極めて高い

状況等となってお

り、緊急に避難す

る。 

避難指示（緊急） 

※緊急的又は重ねて避難を促す場

合に発令 

警戒レベ

ル５ 

既に災害が発生し

ている状況であり、

命を守るための最

善の行動をとる。 

災害発生情報 

※可能な範囲で発令 

る者 

水防法第２１条第

１項 

退去命令 

⑶ 消防吏員、消防団員 

消防法第２８条第

１項、 

 第３６条第８項 

立ち入りの

制限、禁止、

退去命令 

火災その他の災害（水

災を除く。）の現場に

おける消防警戒区域

の設定 

⑷ 警察官 

 災害対策基本法 

 第６３条第２項 

他 

立ち入りの

制限、禁止、

退去命令 

⑴、⑵、⑶の実施者が

現場にいない場合、又

は実施者から依頼さ

れた場合 

⑸ 自衛隊法第８３条

第２項の規定によ

り災害派遣を命じ

られた部隊等の自

衛官 

 災害対策基本法 

 第６３条第３項 

立ち入りの

制限、禁止、

退去命令 

⑴、⑷の実施者がその

場にいない場合に限

り、自衛官は災害対策

基本法第６３条第１

項の措置をとる 
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第１項   

(3) 

 

 

消防吏員、消防団員 

 消防法第28条 

第1項、 

第36条第8項 

立ち入りの

制限、禁止、

退去命令 

 

火災の現場、水災を除く災

害 

 

 

(4) 

 

 

警察官 

災害対策基本法  

第63条第2項 他  

立ち入りの

制限、禁止、

退去命令 

 

(1)、(2)、(3) の実施者が現

場にいない場合、又は依頼

された場合 

(5) 

 

 

 

 

自衛隊法第８３条第

２項の規定により災

害派遣を命じられた

部隊等の自衛官 

災害対策基本法          

 第６３条第３項 

立ち入りの

制限、禁止、

退去命令 

 

 

 

(1)、(4) の実施者がその場

にいない場合に限り、自衛

官は災害対策基本法第６３

条第１項の措置をとる 

 

⑶ 警戒区域の設定 

市長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合で、人

の生命、身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めると

きは、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して

当該区域への立ち入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの

退去を命じ、速やかに知事に報告する。 

第２ 避難勧告等の周知・誘導 

第３ 避難所の開設、運営 

１ 避難所の開設 

⑴ （略） 

⑵ 市（保健福祉部・子ども未来部・教育委員会事務局教育部・各支所）

は、避難所の開設に当たっては、災害の状況に応じて安全が確保できる

避難所を選定し、速やかな開設に努める。避難行動要支援者について

は、必要に応じて介護等の支援機能を備えた福祉施設等に受入れる。避

難所だけでは施設が量的に不足する場合には、あらかじめ指定した施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 避難勧告等の周知・誘導 

第４ 避難所の開設、運営 

１ 避難所の開設 

⑴ （略） 

⑵ 市（保健福祉部・子ども未来部・教育委員会事務局教育部・各支所）

は、避難所の開設に当たっては、災害の状況に応じて安全が確保できる

避難所を選定し、速やかな開設に努める。 

また、避難行動要支援者については、必要に応じて介護等の支援機能

を備えた福祉施設等に受入れる。                 
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該当部分 修 正 案 現   行 

設以外の施設についても、管理者の同意を得て避難所として開設する。

さらに、要配慮者に配慮して、被災地以外の地域にあるものも含め、旅

館・ホテル等を実質的に福祉避難所として開設するよう努める。 

 ⑶～⑺ （略） 

２ （略） 

第４ （略） 

第５ （略） 

第６ （略） 

第７ （略） 

第８ （略） 

第９ 災害救助法による実施基準 

  災害救助法が適用され、同法第１３条により県がその事務を市（保健福

祉部）に委任した場合の避難所の供与は、次の基準により実施する。 

１ （略） 

２ 内容 

  災害救助法による避難所の供与に当たっては、原則として、学校、公民

館等既存の建物を利用するものとする。ただし、施設の破損などにより、

適当な建物を利用することが困難な場合は、野外での仮設小屋の設置、天

幕の設営その他適切な方法により実施する。 

３・４ （略） 

                              

 ⑶～⑺ （略） 

２ （略） 

第５ （略） 

第６ （略） 

第７ （略） 

第８ （略） 

第９ （略） 

第１０ 災害救助法による実施基準 

災害救助法が適用され、同法第１３条により県がその事務を市（保健福

祉部）に委任した場合の避難施設の供与は、次の基準により実施する。 

１ （略） 

２ 内容 

  災害救助法による避難所の供与に当たっては、原則として、学校、公民

館等既存の建物を利用するものとする。ただし、施設の破損などにより、

適当な建物を利用することが困難な場合は、野外に仮小屋、天幕等を設営 

                 する。 

３・４ （略） 

第２章 

第７節 

第７節 災害警備活動 

（略） 

第７節 災害警備活動 

（略） 

第２章 

第８節 

第８節 救急・救助活動 

第１～第３ （略） 

第４ 消防相互応援等 

１ 栃木県広域消防応援隊 

  （略） 

 ⑴ 第一次応援体制 

   一つの消防機関をブロック内の他の消防機関が応援する体制。 

                                  

            

第８節 救急・救助活動 

第１～第３ （略） 

第４ 消防相互応援等 

１ 栃木県広域消防応援隊 

  （略） 

 ⑴ 第一次応援体制 

   受援消防機関（災害を受け栃木県広域消防応援隊による応援を受け

る消防機関をいう。以下同じ。）の出動要請に対し、地区内の他の消防

機関が応援出動する体制。 
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要請手続：消防本部消防長は、市長及び那須地区消防組合長に報告の

上、幹事消防本部代行（塩谷広域行政組合消防本部）に応

援要請する。 

 ⑵ 第二次応援体制 

   一つの消防機関を県内の消防機関が応援する体制。        

       

   要請手続：①消防本部消防長は、幹事消防本部代行及び代表消防機関

（宇都宮市消防局）と調整し、市長及び那須地区消防組

合長に報告の上、県（県民生活部）及び代表消防機関 

       に応援要請する。 

        ②要請を受けた県が、県内消防機関に     連絡す 

る。 

２ （略） 

第５～第７ （略） 

   要請手続：消防本部消防長は、市長及び那須地区消防組合長に報告の

上、受援地区代表消防機関代行         に応

援要請する。 

 ⑵ 第二次応援体制 

   受援消防機関の出動要請に対し、県内の他の地区の消防機関が応援

出動する体制。 

   要請手続：①消防本部消防長は、                

                      市長及び那須地区消防組

合長に報告の上、代表消防機関（宇都宮市消防局）及び

県（県民生活部）に応援要請する。 

        ②要請を受けた県は、各地区代表消防機関の長に連絡す

る。 

２ （略） 

第５～第７ （略） 

第２章 

第９節 

第９節 医療救護活動 

（略） 

第９節 医療救護活動 

（略） 

第２章 

第１０節 

第１０節 緊急輸送活動 

（略） 

第１０節 緊急輸送活動 

（略） 

第２章 

第１１節 

第１１節 食料・飲料水・生活必需品の調達・供

給活動 

第１ 食料の調達・供給 

１～４ （略） 

５ 災害救助法による実施基準 

  （略） 

 ⑴ 対象 

   災害救助法による食品の給与の対象は、次のいずれかに該当する者

とする。 

  ア 避難所に避難している者 

  イ 住家に被害を受け、現に                   

炊事のできない者 

  ウ 災害により現に炊事のできない者 

第１１節 食料・飲料水・生活必需品の調達・供

給活動 

第１ 食料の調達・供給 

１～４ （略） 

５ 災害救助法による実施基準 

  （略） 

 ⑴ 対象 

   災害救助法による食品の給与の対象は、次のいずれかに該当する者

とする。 

  ア 避難所に収容された 者 

  イ 住家が全焼、全壊、流失、半焼、半壊、床上浸水等の被害を受け、

炊事のできない者 

  ウ 住家に被害を受け、一時縁故地等へ避難する必要がある者 
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⑵～⑷ （略） 

第２ （略） 

第３ 生活必需品等の供給 

１・２ （略） 

３ 災害救助法による実施基準 

   （略） 

⑴ 対象 

     災害救助法による生活必需品の給（貸）与は、住家の全壊、全焼、流

失、半壊、半焼、床上浸水（土砂のたい積等により一時的に居住するこ

とができない状態となったものを含む。）により、生活上必要な被服、

寝具その他日用品等を喪失又は損傷等により使用することができず、

直ちに日常生活を営むことが困難な者等に対して行う。 

⑵ 内容 

  ア 給（貸）与品目 

      災害救助法による生活必需品の給（貸）与は、被害の実情に応じ、

おおむね次に掲げる品目の範囲内において、現物をもって行う。 

    ㋐～㋗ （略） 

  イ （略） 

 ⑶・⑷ （略） 

  エ 旅館やホテルの宿泊人、一般家庭の来訪客等 

⑵～⑷ （略） 

第２ （略） 

第３ 生活必需品等の供給 

１・２ （略） 

３ 災害救助法による実施基準 

   （略） 

⑴ 対象 

     災害救助法による生活必需品の給（貸）与は、住家の全壊、全焼、流

失、半壊、半焼、床上浸水（土砂のたい積等により一時的に居住するこ

とができない状態となったものを含む。）により、生活上必要な被服、

寝具その他日用品等を喪失又はき損し、              

直ちに日常生活を営むことが困難な者等に対して行う。 

⑵ 内容 

  ア 給（貸）与品目 

      災害救助法による生活必需品の給（貸）与は、被害の実情に応じ、 

    次に掲げる品目の範囲内において、現物をもって行う。 

    ㋐～㋗ （略） 

  イ （略） 

 ⑶・⑷ （略） 

第２章 

第１２節 

第１２節 農林業関係対策 

（略） 

第１２節 農林業関係対策 

（略） 

第２章 

第１３節 

第１３節 保健衛生活動 

第１・第２ （略） 

第３ 動物取扱対策 

１ 動物保護管理対策 

 ⑴ （略） 

⑵ 実施方法 

  ア～ウ （略） 

  エ 飼い主が実施する対策 

   ㋐ （略） 

第１３節 保健衛生活動 

第１・第２ （略） 

第３ 動物取扱対策 

１ 動物保護管理対策 

 ⑴ （略） 

⑵ 実施方法 

  ア～ウ （略） 

  エ 飼い主が実施する対策 

   ㋐ （略） 
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   ㋑ 飼い主は、災害発生時に動物を同行して避難できるよう、日頃か

らケージに慣れさせるなどの訓練を行っておくとともに、飼い主

の連絡先を記載した名札等の装着、ワクチンの接種及び動物用避

難用品の確保に努める。 

２ （略） 

   ㋑ 飼い主は、災害発生時に動物を同伴して避難できるよう、日頃か

らケージに慣れさせるなどの訓練を行っておくとともに、飼い主

の連絡先を記載した名札等の装着、ワクチンの接種及び動物用避

難用品の確保に努める。 

２ （略） 

第２章 

第１４節 

第１４節 障害物等除去活動 

（略） 

第１４節 障害物等除去活動 

（略） 

第２章 

第１５節 

第１５節 廃棄物等処理活動 

（略） 

第１５節 廃棄物等処理活動 

（略） 

第２章 

第１６節 

第１６節 文教対策 

（略） 

第１６節 文教対策 

（略） 

第２章 

第１７節 

第１７節 住宅応急対策 

第１・第２ （略） 

第３ 災害救助法による実施基準 

１ （略） 

２ 被災住宅の応急修理 

  （略） 

 ⑴ 対象 

   災害救助法による被災住宅の応急修理は、災害のため住家が半壊、半

焼若しくはこれらに準ずる程度の損害を受け、自らの資力では応急修

理をすることができない者又は大規模な補修を行わなければ居住する

ことが困難である程度に住家が半壊した者。 

 ⑵～⑷ （略） 

第１７節 住宅応急対策 

第１・第２ （略） 

第３ 災害救助法による実施基準 

１ （略） 

２ 被災住宅の応急修理 

  （略） 

 ⑴ 対象 

   災害救助法による被災住宅の応急修理は、災害のため住家が半壊又

は半焼し、                自らの資力では応急修

理をすることができない者に対して実施されるものを対象とする。  

                     

 ⑵～⑷ （略） 

第２章 

第１８節 

第１８節 労務供給対策 

第１ （略） 

第２ 災害救助法による実施基準 

    （略） 

１ 対象 

  （略） 

⑴ 被災者の避難に係る支援 

⑵～⑺ （略） 

第１８節 労務供給対策 

第１ （略） 

第２ 災害救助法による実施基準 

    （略） 

１ 対象 

  （略） 

⑴ 被災者の避難      

⑵～⑺ （略） 



28 

 

該当部分 修 正 案 現   行 

                    

２・３ （略） 

⑻ 炊き出しその他による食品の給与 

２・３ （略） 

第２章 

第１９節 

第１９節 公共施設等応急対策 

第１ （略） 

第２ ライフライン関係施設の対策 

１ 上水道施設 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 応急措置 

  ア 工事業者への協力依頼 

市（上下水道部）は、被害の状況により工事業者へ応急復旧の協力

を要請する。                         

                      

イ～エ （略） 

⑶・⑷ （略） 

２ （略） 

第３ 河川管理施設等の対策 

１ 水防機関の監視、警戒活動 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 出動及び水防作業 

    ア・イ （略） 

  ウ 消防機関 

      ㋐  （略）  

      ㋑  準備 

    ａ （略） 

    ｂ 水防団長（消防団長）は、水門、ひ門等の水防上重要な工作物

のある所へ水防団員（消防団員）を派遣し、水門等の開閉準備を

する。 

      ㋒ （略） 

２・３ （略） 

第１９節 公共施設等応急対策 

第１ （略） 

第２ ライフライン関係施設の対策 

１ 上水道施設 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 応急措置 

  ア 工事業者への協力依頼 

市（上下水道部）は、被害の状況により工事業者へ応急復旧の協力

を要請する。なお、主要施設については、あらかじめ工事業者を選定

し、被災施設の復旧工事の協力依頼をしておく。 

イ～エ （略） 

⑶・⑷ （略） 

２ （略） 

第３ 河川管理施設等の対策 

１ 水防機関の監視、警戒活動 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 出動及び水防作業 

    ア・イ （略） 

  ウ 消防機関 

      ㋐  （略）  

      ㋑  準備 

    ａ （略） 

    ｂ 水防団長（消防団長）は、水門、ひ門等の水防上重要な工作物

のある所へ  団員     を派遣し、水門等の開閉準備を

する。 

      ㋒ （略） 

２・３ （略） 

第２章 第２０節 危険物施設等応急対策 第２０節 危険物施設等応急対策 
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２０第節 （略） （略） 

第２章 

第２１節 

第２１節 広報活動 

（略） 

第２１節 広報活動 

（略） 

第２章 

第２２節 

第２２節 自発的支援の受入 

（略） 

第２２節 自発的支援の受入 

（略） 

第２章 

第２３節 

第２３節 孤立集落応急対策 

（略） 

第２３節 孤立集落応急対策 

（略） 

第３章 

第１節 

第３章 復旧・復興 

第１節 復旧・復興の基本的方向の決定 

（略） 

第３章 復旧・復興 

第１節 復旧・復興の基本的方向の決定 

（略） 

第３章 

第２節 

第２節 民生の安定化対策 

第１～第３ （略） 

第４ 被災者生活再建支援制度 

  本制度は、「被災者生活再建支援法」（平成１０年法律第６６号）に基づ

き、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対して、  

                                 

都道府県が拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給する

ことにより、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に寄与す

る制度である。 

１～３ （略） 

４ 支給手続 

  被災者は、支給申請を市（総務部）に行い、申請書の提出を受けた市（総

務部）は関係書類等を確認し、取りまとめの上県（県民生活部）に提出す

る。 

県（県民生活部）は、当該書類を委託先である公益財団法人都道府県セ

ンター被災者生活再建支援基金部に提出する。 

 

【支援金支給事務手続】 

              

第２節 民生の安定化対策 

第１～第３ （略） 

第４ 被災者生活再建支援制度 

  本制度は、「被災者生活再建支援法」（平成１０年法律第６６号）に基づ

き、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者であって、経済

的理由等によって自立して生活を再建することが困難なものに対して、

都道府県が拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給する

ことにより、その自立した生活の開始を支援する           

 制度である。 

１～３ （略） 

４ 支給手続 

  被災者は、支給申請を市（総務部）に行い、申請書の提出を受けた市（総

務部）は関係書類等を確認し、取りまとめの上県（県民生活部）に提出す

る。 

県（県民生活部）は、当該書類を委託先である公益財団法人都道府県会

館  被災者生活再建支援基金部に提出する。 

 

【支援金支給事務手続】 
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  被 

 災 

者 

 世 

 帯 

主 

 ①申請 

書提出 

   

 

市 

  

 ②申請書 

取りまと 

め・送付 

 

 

 県 

 ③申請書 

取りまと 

め・送付 

 

(公財) 

 都道 

 府県 

 セン

ター 

 

 ⑦補助

申請 

    

内 

閣 

府 

 

 

 

 

⑥支援金 

支給の報 

告 

 

⑤支援金 

支給の報 

告 

 

⑧交付

額の 

２分の

１補助 

    

 

 

  

                 ④支援金の支給決定及び支給       

第５～第７ （略） 

  被 

 災 

者 

 世 

 帯 

主 

 ①申請 

書提出 

   

 

市 

  

 ②申請書 

取りまと 

め・送付 

 

 

 県 

 ③申請書 

取りまと 

め・送付 

 

(公財) 

 都道 

 府県 

 会館 

   

 ⑦補助

申請 

    

内 

閣 

府 

 

 

 

 

⑥支援金 

支給の報 

告 

 

⑤支援金 

支給の報 

告 

 

⑧交付

額の 

２分の

１補助 

    

 

 

  

                 ④支援金の支給決定及び支給       

第５～第７ （略） 

第３章 

第３節 

第３節 公共施設等災害復旧対策 

（略） 

第３節 公共施設等災害復旧対策 

（略） 

地震対策編 
第１章 

第１節 

第１章 災害予防対策 

第１節 防災意識の高揚 

第１ 市民に対する防災意識の高揚 

１ （略） 

２ 防災知識の普及啓発推進 

  市（総務部）及び消防本部等（消防本部、消防署及び消防分署をいう。

以下同じ。）は、市民一人ひとりが常に防災に関心を持ち、自らの問題と

して受け止め、防災に対する正しい知識と技術を身につけられるよう、防

災知識の普及啓発を推進する。 

  また、県と連携し、家庭で普段からできる防災対策について、市民へ周

知していくとともに、警戒レベルとそれに応じて市民がとるべき行動に

ついて周知を図る。 

さらに、避難勧告等が発令された場合の安全確保措置としては、指定緊

急避難場所への移動を原則とするものの、避難時の周囲の状況等により、

避難場所への移動を行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ない

第１章 災害予防対策 

第１節 防災意識の高揚 

第１ 市民に対する防災意識の高揚 

１ （略） 

２ 防災知識の普及啓発推進 

  市（総務部）及び消防本部等（消防本部、消防署及び消防分署をいう。

以下同じ。）は、市民一人ひとりが常に防災に関心を持ち、自らの問題と

して受け止め、防災に対する正しい知識と技術を身につけられるよう、防

災知識の普及啓発を推進する。 

  また、                             

                                 

          

    避難勧告等が発令された場合の安全確保措置としては、指定

緊急避難場所への移動を原則とするものの、避難時の周囲の状況等によ

り、避難場所への移動を行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得
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と市民等自身が判断する場合は、近隣の緊急的な退避場所への移動又は

屋内での退避等を行うべきことについて、市（総務部）は、日頃から市民

等への周知徹底に努める。 

 ⑴ 普及啓発活動 

  ア 主な普及啓発活動 

   ㋐～㋒ （略） 

   ㋓ 電話帳（ＮＴＴ防災タウンページ、ＮＴＴハローページ）におけ

る避難場所等防災知識の普及 

   ㋔～㋗ （略） 

  イ 消防団員（水防団員）、地域消防防災活動協力員、防災士等による

防災普及啓発活動の促進 

    市（総務部・各支所）及び消防本部等は、消防団員（水防団員）、

地域消防防災活動協力員、防災士等による地域における防災普及啓発活

動を促進するとともに、重要水防箇所、災害危険箇所・区域の場所、風水

害等発生時にとるべき行動、避難場所等の周知を行い、防災知識の普及を

図る。 

  ウ （略） 

⑵ （略） 

３ （略） 

第２～第６ （略） 

ないと市民等自身が判断する場合は、近隣の緊急的な退避場所への移動

又は屋内での退避等を行うべきことについて、市（総務部）は、日頃から

市民等への周知徹底に努める。 

 ⑴ 普及啓発活動 

  ア 主な普及啓発活動 

   ㋐～㋒ （略） 

   ㋓ 電話帳（            ＮＴＴハローページ）におけ

る避難場所等防災知識の普及 

   ㋔～㋗ （略） 

  イ 消防団員（水防団員）、地域消防防災活動協力員    等による

防災普及啓発活動の促進 

    市（総務部・各支所）及び消防本部等は、消防団員（水防団員）、

地域消防防災活動協力員    等による地域における防災普及啓発活

動を促進するとともに、重要水防箇所、災害危険箇所・区域の場所、風水

害等発生時にとるべき行動、避難場所等の周知を行い、防災知識の普及を

図る。 

  ウ （略） 

⑵ （略） 

３ （略） 

第２～第６ （略） 

第１章 

第２節 

第２節 地域防災の充実・ボランティア連携強

化  

第１・第２ （略） 

第３ 消防団の活性化の推進 

（略） 

ア 消防団活性化総合計画の策定 

イ 消防団活動に必要な各種資材の整備・充実 

ウ 消防団員に対する各種教育訓練の実施 

エ 女性消防団員、機能別消防団員の加入促進事業の実施 

オ 地域住民に対する消防団活動や加入促進の広報等 

第４～第７ （略） 

第２節 地域防災の充実・ボランティア連携強

化  

第１・第２ （略） 

第３ 消防団の活性化の推進 

（略） 

ア   団活性化総合計画の策定 

イ   団活動に必要な各種資材の整備・充実 

ウ   団員に対する各種教育訓練の実施 

エ 女性  団員、機能別  団員の加入促進事業の実施 

オ 地域住民に対する  団活動や加入促進の広報等 

第４～第７ （略） 
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第１章 

第３節 

第３節 防災訓練の実施 

（略） 

第３節 防災訓練の実施 

（略） 

第１章 

第４節 

第４節 避難行動要支援者対策 

第１ （略） 

第２ 地域における避難行動要支援者に対する安全性の確保 

（略） 

１ （略） 

２ 避難行動要支援者名簿の作成 

 ⑴～⑶ （略） 

⑷ 避難行動要支援者名簿の管理 

   市（保健福祉部・各支所）は、庁舎の被災等の事態が生じた場合にお

いても避難行動要支援者名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報

の適切な管理に努める。 

３～９ （略） 

第３ 要配慮者利用施設等における安全性の確保 

１ 洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域等の情報提供等 

  市（総務部・建設部・保健福祉部・各支所）は、洪水浸水想定区域や土

砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設そ

の他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設をいう。以下同

じ。）について、浸水害や土砂災害に関する情報の伝達方法、避難場所、

避難経路等の周知を行い、     警戒避難体制を確立するなど防災

体制の整備促進に努める。 

  県（保健福祉部・教育委員会事務局・その他部局）及び市（総務部・建

設部・保健福祉部・各支所）は、当該要配慮者利用施設の所有者又は管理

者に対し、避難確保計画の作成について支援するものとし、必要な指示を

することができる。なお、正当な理由がなく、その指示に従わなかったと

きは、市長はその旨を公表することができる。 

２ 防災教育・訓練の充実 

市（保健福祉部・各支所）は、要配慮者利用施設の管理責任者に対し、

第４節 避難行動要支援者対策 

第１ （略） 

第２ 地域における避難行動要支援者に対する安全性の確保 

（略） 

１ （略） 

２ 避難行動要支援者名簿の作成 

 ⑴～⑶ （略） 

 

 

 

 

３～９ （略） 

第３ 要配慮者利用施設等における安全性の確保 

１          土砂災害警戒区域等の情報提供等 

  市（総務部・建設部・保健福祉部・各支所）は、県と連携、協力して、

土砂災害を受けるおそれのある要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、

医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設をい

う。以下同じ。）の管理責任者に対し、土砂災害警戒区域等、避難場所、

土砂災害の前兆現象の情報を提供し、警戒避難体制を確立するなど防災

体制の整備促進に努める。 

 

 

 

 

 

 

２ 防災教育・訓練の充実 

市（保健福祉部・各支所）は、要配慮者利用施設の管理責任者に対し、 
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非常災害対策計画や避難確保計画に基づき、職員、利用者の防災訓練を定

期的に実施するとともに、施設の近隣住民に対しても利用者の避難の際

の協力を要請し、地域ぐるみの自主防災体制を確立するなど震災時の避

難対策を推進するよう指導する。 

３ （略） 

第４ （略） 

第５ 在市外国人に対する対策 

１・２ （略） 

３ 災害時における外国人への情報提供 

  市（企画部）は、災害時に実施する外国人支援施策及び災害情報をなる

べく多くの言語で発信するよう努める。また、必要に応じて県（産業労働観

光部）及び（公財）栃木県国際交流協会等と連携し、災害時における適切な

支援を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                   職員、利用者の防災訓練を定

期的に実施するとともに、施設の近隣住民に対しても利用者の避難の際

の協力を要請し、地域ぐるみの自主防災体制を確立するなど震災時の避

難対策を推進するよう指導する。 

３ （略） 

第４ （略） 

第５ 在市外国人に対する対策 

１・２ （略） 

３ 災害時外国人サポーターの確保 

  市（企画部）は、那須塩原市国際交流協会との連携を図り、在市外国人

（日本語の理解が十分でない者）に対して、災害時に適切な情報提供及び

支援を行うため、災害時外国人サポーター（通訳・翻訳等ボランティア）

等の外国人支援者の確保と速やかに動員できる体制づくりに努める。 

  県（産業労働観光部）及び（公財）栃木県国際交流協会は、災害時に市

が実施する外国人支援施策について、災害時外国人サポーターの派遣な

ど適切な支援を行う。 

第１章 

第５節 

第５節 物資、資機材等の備蓄、調達体制の整備  

第１ 食料、生活必需品の備蓄 

１・２ （略） 

３ 備蓄体制の整備 

（略） 

  ○備蓄品目 

  ・食 料 等     インスタント米、    缶詰、ペットボトル 

水等  

 ・生活必需品     毛布、タオル、トイレットペーパー、医薬品、

簡易トイレ等 

  ・避難行動要支援者用 粉ミルク、哺乳瓶、離乳食、車いす、杖、身障

者用ポータブルトイレ、紙おむつ（大人用・子

ども用）等 

  ・そ の 他     発電機、投光器、暖房器具、燃料、段ボールベ 

第５節 物資、資機材等の備蓄、調達体制の整備  

第１ 食料、生活必需品の備蓄 

１・２ （略） 

３ 備蓄体制の整備 

（略） 

  ○備蓄品目 

  ・食 料 等     インスタント米、乾パン、缶詰、ペットボトル 

水等  

 ・生活必需品     毛布、タオル、トイレットペーパー、医薬品、

簡易トイレ等 

  ・避難行動要支援者用 粉ミルク、哺乳瓶、離乳食、車いす、杖、身障

者用ポータブルトイレ、紙おむつ（大人用・子

ども用）等 

  ・そ の 他     発電機、投光器、暖房器具、燃料     
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ッド等 

４～７ （略） 

第２～第６ （略） 

               等 

４～７ （略） 

第２～第６ （略） 

第１章 

第６節 

第６節 震災に強いまちづくり 

（略） 

第６節 震災に強いまちづくり 

（略） 

第１章 

第７節 

第７節 地盤災害予防対策 

（略） 

第７節 地盤災害予防対策 

（略） 

第１章 

第８節 

第８節 農林業関係災害予防対策 

（略） 

第８節 農林業関係災害予防対策 

（略） 

第１章 

第９節 

第９節 地震情報収集体制の整備 

（略） 

第９節 地震情報収集体制の整備 

（略） 

第１章 

第１０節 

第１０節 情報通信・放送網の整備 

第１ （略） 

第２ 整備する情報通信機器等 

１～４ （略） 

５ 電話応答システム 

電話番号 0287－23－7452 

 

 

 

６～８ （略） 

第３ 栃木県防災行政ネットワーク 

  （略） 

 ○栃木県防災行政ネットワークの概要 

 （略） 

 ・県庁を中心に、市町、消防、防災関係機関１０６箇所を衛星系及び移動

系で整備している。 

 （略） 

第４ （略） 

第１０節 情報通信・放送網の整備 

第１ （略） 

第２ 整備する情報通信機器等 

１～４ （略） 

５ 電話応答システム 

 黒磯地区内情報 

電話番号 0287－62－8891 

ＦＡＸ番号 0287－62－8874 

          ※西那須野・塩原地区については、設定なし 

６～８ （略） 

第３ 栃木県防災行政ネットワーク 

  （略） 

 ○栃木県防災行政ネットワークの概要 

 （略） 

 ・県庁を中心に、市町、消防、防災関係機関１２８箇所を衛星系及び移動

系で整備している。 

 （略） 

第４ （略） 

第１章 第１１節 避難体制の整備 第１１節 避難体制の整備 
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第１１節 震災発生時に危険区域にいる住民及び旅館、ホテル等の利用者や帰宅

困難者等を混乱なく避難させるため、あらかじめ避難所等の選定、避難

誘導体制や避場所運営体制の整備を促進し、避難者の安全確保に努め

る。 

また、逃げ遅れをなくすため、避難に関する知識とともに、「自らの

命は自らが守る」という意識を持ち自らの判断で避難行動をとること及

び早期避難の重要性を市民に周知する。 

第１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定及び整備 

１・２ （略） 

３ 福祉避難所の指定 

⑴ 市（保健福祉部）は、避難所内の一般避難スペースでは生活するこ

とが困難な避難行動要支援者が、避難所での生活において特別な配慮

が受けられるなど、要配慮者の状態に応じて安心して生活ができる体

制を整備した福祉避難所を必要数確保し、指定する。 

 ⑵・⑶（略） 

４ 指定避難所の整備 

  （略） 

  ○整備に当たっての留意事項 

   （略） 

   ・外国人（日本語の理解が十分でない者）の避難に資するため、案内

板等の外国語化や多言語表示シートの整備、マークの共通化等に

努めること。 

   （略） 

第２・第３ （略） 

第４ 避難所管理・運営体制の整備 

１～３ （略） 

４ 指定管理者等との役割分担の明確化 

  市（総務部・保健福祉部・教育委員会事務局教育部）は、指定管理施設

を指定避難所とする場合には、施設の設置者及び指定管理者との間で事

前に避難所運営に関する役割分担等を明確にしておく。 

震災発生時に危険区域にいる住民及び旅館、ホテル等の利用者や帰宅

困難者等を混乱なく避難させるため、あらかじめ避難所等の選定、避難

誘導体制や避場所運営体制の整備を促進し、避難者の安全確保に努める。 

第１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定及び整備 

１・２ （略） 

３ 福祉避難所の指定 

⑴ 市（保健福祉部）は、一般の指定避難所所では生活することが困難な

避難行動要支援者が、避難所での生活において特別な配慮が受けられ

るなど、要配慮者の状態に応じて安心して生活ができる体制を整備し

た福祉避難所を必要数確保し、指定する。 

 ⑵・⑶（略） 

４ 指定避難所の整備 

  （略） 

  ○整備に当たっての留意事項 

   （略） 

   ・外国人（日本語の理解が十分でない者）の避難に資するため、案内

板等の外国語化や多言語表示シートの整備        等に

努めること。 

   （略） 

第２・第３ （略） 

第４ 避難所管理・運営体制の整備 

１～３ （略） 
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５ 専門家等との情報交換 

  市（保健福祉部）及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の

継続的な確保のために、専門家等との定期的な情報交換に努める。 

第５ （略） 

 

 

 

第５ （略） 

第１章 

第１２節 

第１２節 火災予防及び消防・救急・救助体制の

整備 

第１ （略） 

第２ 消防力の強化 

１ 組織の充実強化 

市（総務部・各支所）及び消防本部等は、「消防力の整備指針」に基づ

いて消防組織の整備を図るとともに、長期的展望に立った効率的な組織

づくりを推進し、消防体制の強化に努める。特に、消防団員の減少やサラ

リーマン化をはじめ、一部では高齢化の問題を抱えている消防団につい

て、団員の確保と資質の向上を図るほか、機能別消防団員及び女性消防団

員の加入を推進し、平日の日中時間帯における人員確保に努める。 

２～５ （略） 

第３ （略） 

第１２節 火災予防及び消防・救急・救助体制の

整備 

第１ （略） 

第２ 消防力の強化 

１ 組織の充実強化 

市（総務部・各支所）及び消防本部等は、「消防力の整備指針」に基づ

いて消防組織の整備を図るとともに、長期的展望に立った効率的な組織

づくりを推進し、消防体制の強化に努める。特に、  団員の減少やサラ

リーマン化をはじめ、一部では高齢化の問題を抱えている消防団につい

て、団員の確保と資質の向上を図るほか、機能別  団員及び女性  団

員の加入を推進し、平日の日中時間帯における人員確保に努める。 

２～５ （略） 

第３ （略） 

第１章 

第１３節 

第１３節 医療救護・防疫体制の整備 

（略） 

第１３節 医療救護・防疫体制の整備 

（略） 

第１章 

第１４節 

第１４節 防災拠点の整備 

（略） 

第１４節 防災拠点の整備 

（略） 

第１章 

第１５節 

第１５節 建築物等災害予防対策 

第１ （略） 

第２ 民間建築物の耐震性の強化促進 

１ 耐震診断、耐震改修等の促進指導 

（略） 

○那須塩原市建築物耐震改修促進計画の概要 

   ① 耐震化率の目標値設定 

     令和２年度耐震目標 

（略）    

   ② （略） 

第１５節 建築物等災害予防対策 

第１ （略） 

第２ 民間建築物の耐震性の強化促進 

１ 耐震診断、耐震改修等の促進指導 

（略） 

○那須塩原市建築物耐震改修促進計画の概要 

   ① 耐震化率の目標値設定 

     平成３２年度耐震目標 

（略）     

   ② （略） 
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２・３ （略） 

第３～第７ （略） 

２・３ （略） 

第３～第７ （略） 

第１章 

第１６節 

第１６節 公共施設等災害予防対策 

第１ （略） 

第２ 上水道施設 

（略） 

⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 水道水の確保 

   浄水及び配水施設の耐震化等適切な維持管理を図り、       

               水道水の安定供給を継続できるよ

うにする。 

⑷～⑻ （略） 

第３・第４ （略） 

第１６節 公共施設等災害予防対策 

第１ （略） 

第２ 上水道施設 

（略） 

⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 水道水の確保 

   浄水及び配水施設の耐震化等適切な維持管理を図るほか、流入管、流

出管には、緊急しゃ断弁等を設置し、水道水の安定供給を継続できるよ

うにする。 

⑷～⑻ （略） 

第３・第４ （略） 

第１章 

第１７節 

第１７節 危険物施設等災害予防対策 

（略） 

第１７節 危険物施設等災害予防対策 

（略） 

第１章 

第１８節 

第１８節 文教施設等災害予防対策 

（略） 

第１８節 文教施設等災害予防対策 

（略） 

第１章 

第１９節 

第１９節 防災関係機関相互応援体制の整備 

第１ （略） 

第２ 消防広域応援体制の整備 

１ 県内消防相互応援体制の整備 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 栃木県広域消防応援等計画による充実強化 

   消防本部は、特殊災害消防相互応援協定に基づく応援に具体性を持

たせるため、県（県民生活部）が平成３０年      ４月に策定し

た「栃木県広域消防応援等計画」に基づき、情報連絡体制、応援部隊編

成、指揮体制、通信体制、後方支援体制等必要な事前体制について整備

する。 

   また、応援要請方法、応援出動方法等災害発生時の対応について、消

防機関の有機的連携の確保及び広域応援体制の充実強化を図る。 

第１９節 防災関係機関相互応援体制の整備 

第１ （略） 

第２ 消防広域応援体制の整備 

１ 県内消防相互応援体制の整備 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 栃木県広域消防応援等計画による充実強化 

   消防本部は、特殊災害消防相互応援協定に基づく応援に具体性を持

たせるため、県（県民生活部）と県消防長会で平成１６年４月に策定し

た「栃木県広域消防応援等計画」に基づき、情報連絡体制、応援部隊編

成、指揮体制、通信体制、後方支援体制等必要な事前体制について整備

する。 

   また、応援要請方法、応援出動方法等災害発生時の対応について、消

防機関の有機的連携の確保及び広域応援体制の充実強化を図る。 
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 ⑶ （略） 

２ 緊急消防援助隊の受援体制の整備 

  県（県民生活部）及び消防本部は、相互に協力して、阪神・淡路大震災

の教訓を踏まえ、国内で発生した大規模災害時における人命救助活動等

を効果的かつ充実したものとするため創設された「緊急消防援助隊」の受

援体制の整備に努める。 

  また、消防本部は、平成３０年度に策定された「栃木県緊急消防援助隊

受援計画」に基づき、県（県民生活部）との連携のもと県外からの緊急消

防援助隊が市長等の指揮の下円滑に活動できる体制の確保を図る。 

第３ （略） 

 ⑶ （略） 

２ 緊急消防援助隊の受援体制の整備 

  県（県民生活部）及び消防本部は、相互に協力して、阪神・淡路大震災

の教訓を踏まえ、国内で発生した大規模災害時における人命救助活動等

を効果的かつ充実したものとするため創設された「緊急消防援助隊」の受

援体制の整備に努める。 

  また、消防本部は、平成２０年度に策定された「栃木県緊急消防援助隊

受援計画」に基づき、県（県民生活部）との連携のもと県外からの緊急消

防援助隊が市長等の指揮の下円滑に活動できる体制の確保を図る。 

第３ （略） 

第１章 

第２０節 

第２０節 孤立集落災害予防対策 

（略） 

第２０節 孤立集落災害予防対策 

（略） 

第２章 

第１節 

第２章 災害応急対策 

第１節 活動体制の確立 

第１ （略） 

第２ 災害警戒本部（Ⅰ）等の設置 

  市（総務部）は、市内いずれかの観測地点において震度５弱の地震が発

生した場合は、初動体制のとおり災害警戒本部（Ⅰ）及び災害警戒現地本

部（Ⅰ）を設置し、次の災害対策業務を実施する。災害警戒本部（Ⅰ）の

責任者（以下「警戒本部長」という。）は、総務部長とする。 

１～４ （略） 

第３ 災害警戒本部（Ⅱ）等の設置 

市（総務部）は、市内いずれかの観測地点において震度５強の地震が発

生した場合は、初動体制のとおり災害警戒本部（Ⅱ）及び災害警戒現地本

部（Ⅱ）を設置し、次の災害対策業務を実施する。災害警戒本部（Ⅱ）の

責任者（警戒本部長）は、総務部長とする。 

１～４ （略） 

第４ （略） 

第２章 災害応急対策 

第１節 活動体制の確立 

第１ （略） 

第２ 災害警戒本部（Ⅰ）等の設置 

 市（総務部）は、市内いずれかの観測地点において震度４の地震が発生し

た場合は、初動体制のとおり災害警戒本部（Ⅰ）及び災害警戒現地本部（Ⅰ）

を設置し、次の災害対策業務を実施する。災害警戒本部（Ⅰ）の責任者（以

下「警戒本部長」という。）は、総務部長とする。 

１～４ （略） 

第３ 災害警戒本部（Ⅱ）等の設置 

市（総務部）は、市内いずれかの観測地点において震度５（弱・強）の地震

が発生した場合は、初動体制のとおり災害警戒本部（Ⅱ）及び災害警戒現地

本部（Ⅱ）を設置し、次の災害対策業務を実施する。災害警戒本部（Ⅱ）の

責任者（警戒本部長）は、総務部長とする。 

１～４ （略） 

第４ （略） 

第２章 

第２節 

第２節 情報の収集・伝達および通信確保対策 

第１～第４ （略） 

第２節 情報の収集・伝達および通信確保対策 

第１～第４ （略） 
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第５ 通信手段の種類 

 （略） 

通信手段 説 明 等 

配置と電話番号等 

本 庁 西那須野支所 塩原支所 

県防災行政

ネットワー

ク 

（略） （略） （略） （略） 

市防災行政

無線 

（略） （略） （略） （略） 

ＮＴＴ災害

時優先電話 

（略） （略） （略） （略） 

ＮＴＴ特設

公衆電話 

災害時に優

先的に発信

できる電話

設備。 

災害発生時に指定避難所となる小中学校を中心と

して 53施設 138回線を整備。避難所開設時に、体

育館等に設置された配線盤に電話機を接続して使

用する。発信のみ可能。 

ＮＴＴドコ

モ災害時優

先電話 

（略） （略） 

衛星携帯電

話（イリジ

ウム） 

（略） （略） 

第６ （略） 

第５ 通信手段の種類 

 （略） 

通信手段 説 明 等 

配置と電話番号等 

本 庁 西那須野支所 塩原支所 

県防災行政

ネットワー

ク 

（略） （略） （略） （略） 

市防災行政

無線 

（略） （略） （略） （略） 

ＮＴＴ災害

時優先電話 

（略） （略） （略） （略） 

ＮＴＴ特設

公衆電話 

災害時に優

先的に発信

できる電話

設備。 

災害発生時に指定避難所となる小中学校を中心と

して 38施設 108回線を整備。避難所開設時に、体

育館等に設置された配線盤に電話機を接続して使

用する。発信のみ可能。 

ＮＴＴドコ

モ災害時優

先電話 

（略） （略） 

衛星携帯電

話（イリジ

ウム） 

（略） （略） 

第６ （略） 

第２章 

第３節 

第３節 相互応援協力・派遣要請 

（略） 

第３節 相互応援協力・派遣要請 

（略） 

第２章 

第４節 

第４節 災害救助法の適用 

第１・第２ （略） 

第３ 災害救助法に基づく救助の種類 

第４節 災害救助法の適用 

第１・第２ （略） 

第３ 災害救助法に基づく救助の種類 
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  （略） 

  ア 避難所の設置     

  イ～ソ （略） 

               

第４ （略） 

  （略） 

  ア 避難所の設置及び収容 

  イ～ソ （略） 

  タ 応急救助のための労力 

第４ （略） 

第２章 

第５節 

第５節 避難対策 

第１ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示（緊急） 

１ 実施体制 

  避難勧告等は、各法律により定めるとおり下表の者が実施する。 

  

   
区 分 

実 施 者          

（根拠法令等） 
措 置       実 施 の 基 準          

 

避難準備

・高齢者

等避難開

始 

市長 

災害対策基本法 

第５６条第１項 

一般住民の避

難準備・避難

に時間がかか

る要配慮者等

の立ち退き開

始の発令 

災害が発生し、又は発

生するおそれがある場

合において、特に必要

と認められるとき 

 

避難の 

 

勧 告 

 

市長 

災害対策基本法 

第６０条第１項・

第２項 

立ち退きの勧

告、 

立ち退き先の

指示 

         

災害が発生し、又は発

生するおそれがある場

合において、特に必要

と認められるとき 

知事 

災害対策基本法 

第６０条第６項      

立ち退きの勧

告、 

立ち退き先の

指示 

         

災害の発生により市町

がその全部又は大部分

の事務を行うことがで

きなくなったとき 

 

    

    

市長 

災害対策基本法 

第６０条第１項・

立ち退きの指

示、 

立ち退き先の

災害が発生し、又は発

生するおそれがある場

合において、特に必要

第５節 避難対策 

第１ 実施体制 

  市長が避難の勧告、指示及び警戒区域の設定を行う際には、市（総務部）

は、必要に応じて県（県民生活部）に対して対策支援を要請する。 

また、住民に危険が切迫するなど急を要する場合で、市長が避難の勧

告、指示を行うことができないなどの場合は、法令の規定により知事等が

避難の指示等を行うものとする。この場合、指示等を行った者は、速やか

にその旨を市長に通知する。 

  また、市長は、県知事又は宇都宮地方気象台等の指定地方行政機関の長

に対し、当該勧告又は指示若しくは当該警戒区域の設定に関する事項に

ついて、助言を求めることができる。この場合、助言を求められた機関は、

その所掌事務に関し、必要な助言を行う。 

 

第２ 避難の勧告、指示及び警戒区域の設定の内容 

１ 避難の勧告及び指示 

 ⑴ 避難の勧告及び指示の基準 

   災害に係る避難の勧告及び指示は、次の場合に、避難勧告等の判断・

伝達マニュアルに基づき、今後の気象予報や、河川及び土砂災害危険箇

所の巡視等の結果などを総合的に判断し、必要な範囲の住民に対して

行う。 

なお、市長は、災害対策基本法に基づく避難の勧告、指示等を、危険

の切迫する前に十分な余裕をもって行うものとする。 

   県知事は、市長に対し、避難の勧告、指示等の判断に資する情報の提

供及び助言を行う。その際、単なる自然現象に関する情報の提供にとど

まらず、災害による危険が生ずることが予想される地域や避難の勧告、

指示等を発令すべきタイミングなどについて技術的に可能な範囲で助
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避 難 の 

指示等 

 

第２項    指示 

 

と認められ、急を要す

るとき 

知事 

災害対策基本法 

第６０条第６項 

立ち退きの指

示、 

立ち退き先の

指示 

災害の発生により市町

がその全部又は大部分

の事務を行うことがで

きなくなったとき 

知事又はその命を受

けた職員 

地すべり等防止法

第２５条         

立ち退きの指

示 

地すべりにより、著し

い危険が切迫している

と認められるとき 

知事、その命を受け

た職員又は水防管

理者 

水防法第２９条 

立ち退きの指

示 

洪水により著しい危険

が切迫していると認め

られるとき 

警察官 

災害対策基本法 

第６１条第１項 

立ち退きの指

示、 

立ち退き先の

指示 

市町長が立ち退きを指

示することができない

とき又は市町長から要

求があったとき 

警察官 

警察官職務執行法 

第４条 

警告、避難の

措置 

 

人の生命又は身体に危

険を及ぼすおそれのあ

る天災など、危険があ

る場合において、危害

を受けるおそれのある

者に対して、特に急を

要するとき 

自衛官 

自衛隊法 

第９４条第１項 

警告、避難の

措置 

警察官がその場にいな

い場合に限り、自衛官

は警察官職務執行法第

４条の避難の措置をと

る 

言を行うものとする。 

   なお、市長は、避難時の周囲の状況等により避難のために立ち退きを

行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないときは、居住者に

対し、屋内での退避等の安全確保措置を指示することができる。 

  ア 洪水のおそれがあるとき 

  イ 土砂災害警戒情報や前兆現象の情報等により、土砂災害発生のお

それがあると判断したとき 

  ウ なだれのおそれがあるとき 

  エ 工作物等の倒壊のおそれがあるとき 

  オ その他特に必要があると認められるとき 

 〈資料編２－４６ 避難勧告等の判断・伝達マニュアル〉 

⑵ 避難の勧告及び指示の内容 

  市長その他の避難指示等実施機関（県、警察、自衛隊）は、次の事項

を明示して避難の勧告、指示を行う。 

 ア 避難対象地域 

 イ 避難先 

 ウ 避難経路 

 エ 避難の理由 

 オ 避難時の注意事項 

 カ その他の必要事項 

⑶ 避難の勧告及び指示の種類 

  法令に基づく避難の勧告及び指示の種類は、次表のとおりである。 

  市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、人の生命、

身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するために特に必要

があると認めるときは、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者

に対し、避難のための立ち退きを勧告又は指示し、速やかに知事に報告

する。 

なお、「勧告」とは、避難のための立ち退きを勧め又は促す行為をいい、「指

示」とは、被害の危険が目前に切迫している場合等に発すべきもので、勧告

よりも拘束力が強く住民を避難のため立ち退かせるものをいう。 

区 分 実 施 者 措   置 実 施 の 基 準 
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２ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示（緊急） 

⑴ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示（緊急） 

   市長は、あらかじめ定めた基準により必要と認める地域の居住者等

に対し、避難勧告等の判断・伝達マニュアルに基づき、以下の避難情

報を発令する。 

なお、避難時の周囲の状況等により避難のために立ち退きを行うこ

とがかえって危険を伴う場合等やむを得ないときは、居住者に対し、屋

内での退避等の安全確保措置を指示することができる。 

市長は、避難勧告等を発令したときは、速やかに、その旨を知事に報

告する。 

ア 避難準備・高齢者等避難開始 

    避難に時間のかかる要配慮者とその支援者に立退き避難を促す。

その他の人に対しては、立退き避難の準備を整えるとともに、以降の

防災気象情報、水位情報等に注意を払い、自発的に避難することを促

す。特に、突発性が高く予測が困難な土砂災害の危険性がある区域や

急激な水位上昇のおそれがある河川沿いでは、避難準備が整い次第、

指定緊急避難場所へ立退き避難することが望ましい。 

  イ 避難勧告 

    指定緊急避難場所等への立退き避難を基本とした避難を勧告す

る。近隣の安全な建物等の「近隣の安全な場所」への避難や「屋内安

全確保」も含む。 

  ウ 避難指示（緊急） 

    急を要すると認めるときに、避難のための立退きを指示する。必ず

発令するものではなく、地域の実情に応じて、緊急的に、又は重ねて

避難を促す場合などに発令し、災害が発生するおそれが極めて高い

状況等であることを踏まえ、指定緊急避難場所への避難に限らず、近

隣の安全な場所への避難や、屋外での移動がかえって命に危険を及

ぼしかねない場合には、屋内での退避等の安全確保も含めた緊急の

避難を指示する。 

〈資料編２－４６ 避難勧告等の判断・伝達マニュアル〉 

⑵ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示（緊急）の内容 

（根拠法令等） 

避難の 

勧 告 

市町村長 

災害対策基本法 

第６０条第１項・第

２項 

立ち退きの

勧告、立ち退

き先の指示 

災害が発生し、又は

発生するおそれがあ

る場合において、特

に必要と認められる

とき 

知事 

 災害対策基本法 

 第６０条第６項 

立ち退きの

勧告、立ち退

き先の指示 

災害の発生により市

町村がその全部又は

大部分の事務を行う

ことができなくなっ

たとき 

避難の 

指示等 

市町村長 

 災害対策基本法 

 第６０条第１項・

第２項 

立ち退きの

指示、立ち退

き先の指示 

災害が発生し、又は

発生するおそれがあ

る場合において、特

に必要と認められ、

急を要するとき 

知事 

 災害対策基本法 

 第６０条第６項 

立ち退きの

指示、立ち退

き先の指示 

災害の発生により市

町村がその全部又は

大部分の事務を行う

ことができなくなっ

たとき 

知事又はその命を

受けた職員 

 地すべり等防止

法第２５条 

立ち退きの

指示 

地すべりにより、著

しい危険が切迫して

いると認められると

き 

知事、その命を受け

た職員又は水防管

理者 

 水防法第２９条 

立ち退きの

指示 

洪水により著しい危

険が切迫していると

認められるとき 

警察官 

 災害対策基本法 

立ち退きの

指示、立ち退

市町村長が立ち退き

を指示することがで
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   市町その他の避難指示等実施機関は、次の事項を明示して避難準備・

高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示（緊急）の発令を行う。 

  ア 避難対象地域 

  イ 避難先 

  ウ 避難経路 

  エ 避難の理由 

  オ 避難時の注意事項 

  カ その他の必要事項 

３ 警戒区域の設定 

⑴ 警戒区域と避難の勧告・指示の違い 

   避難の勧告・指示は対人的に行われるものであるのに対し、警戒区域

の設定は地域的に行われる。また、警戒区域の設定には、避難の指示

にはない違反者に対する罰則規定があり、人の生命・身体に対し急迫

する危険を回避するため特に必要と認められる場合に行う。 

⑵ 実施体制 

   警戒区域の設定は各法律により定めるとおり下表の者

が実施する。 

 実施者 

（根拠法令等） 

措置 

 
実施の基準 

(1) 

 

 

 

市長 

 災害対策基本法 

 第６３条第１項 

 

立ち入りの

制限、禁止、

退去命令 

 

 

災害が発生し、又はまさに

発生しようとしているとき

、生命、身体に対する危険防

止のため特に必要と認めら

れるとき 

(2) 

 

 

水防団長、水防団員

、消防職員 

水防法第２１条 

第１項 

立ち入りの

制限、禁止、

退去命令 

 

水防上緊急の必要がある場

合 

 

 

(3) 

 

消防吏員、消防団員 

 消防法第28条 

立ち入りの

制限、禁止、

火災の現場、水災を除く災

害 

 第６１条第１項 き先の指示 きないとき又は市町

村長から要求があっ

たとき 

警察官 

 警察官職務執行

法第４条 

警告、避難の

措置 

人の生命又は身体に

危険を及ぼすおそれ

のある天災など、危

険がある場合におい

て、危険を受けるお

それのある者に対し

て、特に急を要する

とき 

自衛官 

 自衛隊法 

 第９４条第１項 

警告、避難の

措置 

警察官がその場にい

ない場合に限り、自

衛官は警察官職務執

行法第４条の避難の

措置をとる 

２ 警戒区域の設定 

⑴ 警戒区域の設定と避難の勧告・指示の違い 

   避難の勧告及び指示は対人的に行われるものであるのに対し、警戒

区域の設定は地域的に行われるところに違いがある。 

また、警戒区域の設定は、人の生命・身体に対し急迫する危険を回避

するため特に必要と認められる場合に行うものであり、違反者に対し

て罰則規定がある（避難指示には罰則規定はない）。 

⑵ 警戒区域の種類 

   法令に基づく警戒区域の設定の種類は、次表のとおりである。 

   市長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合で、人

の生命、身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めると

きは、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して

当該区域への立ち入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの

退去を命じ、速やかに知事に報告する。 

 実 施 者 措   置 実 施 の 基 準 
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 第1項、 

第36条第8項 

退去命令 

 

 

 

(4) 

 

 

警察官 

災害対策基本法  

第63条第2項 他  

立ち入りの

制限、禁止、

退去命令 

 

(1)、(2)、(3) の実施者が現

場にいない場合、又は依頼

された場合 

(5) 

 

 

 

 

自衛隊法第８３条第

２項の規定により災

害派遣を命じられた

部隊等の自衛官 

災害対策基本法          

 第６３条第３項 

立ち入りの

制限、禁止、

退去命令 

 

 

 

(1)、(4) の実施者がその場

にいない場合に限り、自衛

官は災害対策基本法第６３

条第１項の措置をとる 

 

⑶ 警戒区域の設定 

市長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合で、人

の生命、身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めると

きは、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して

当該区域への立ち入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの

退去を命じ、速やかに知事に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 避難勧告等の周知・誘導 

第３ 避難所の開設、運営 

１ 避難所の開設 

⑴ （略） 

（根拠法令等） 

⑴ 市町村長 

 災害対策基本法 

 第６３条第１項 

立ち入りの

制限、禁止、

退去命令 

災害が発生し、又はま

さに発生しようとし

ている場合で、生命、

身体に対する危険防

止のため特に必要と

認められるとき 

⑵ 水防団長、水防団

員、消防機関に属す

る者 

水防法第２１条第

１項 

立ち入りの

制限、禁止、

退去命令 

水防上緊急の必要が

ある場合 

⑶ 消防吏員、消防団員 

消防法第２８条第

１項、 

 第３６条第８項 

立ち入りの

制限、禁止、

退去命令 

火災その他の災害（水

災を除く。）の現場に

おける消防警戒区域

の設定 

⑷ 警察官 

 災害対策基本法 

 第６３条第２項 

他 

立ち入りの

制限、禁止、

退去命令 

⑴、⑵、⑶の実施者が

現場にいない場合、又

は実施者から依頼さ

れた場合 

⑸ 自衛隊法第８３条

第２項の規定によ

り災害派遣を命じ

られた部隊等の自

衛官 

 災害対策基本法 

 第６３条第３項 

立ち入りの

制限、禁止、

退去命令 

⑴、⑷の実施者がその

場にいない場合に限

り、自衛官は災害対策

基本法第６３条第１

項の措置をとる 

 

第３ 避難勧告等の周知・誘導 

第４ 避難所の開設、運営 

１ 避難所の開設 
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⑵ 市（保健福祉部・子ども未来部・教育委員会事務局教育部・各支所）

は、避難所の開設に当たっては、災害の状況に応じて安全が確保できる

避難所を選定し、速やかな開設に努める。避難行動要支援者について

は、必要に応じて介護等の支援機能を備えた福祉施設等に受入れる。避

難所だけでは施設が量的に不足する場合には、あらかじめ指定した施

設以外の施設についても、管理者の同意を得て避難所として開設する。

さらに、要配慮者に配慮して、被災地以外の地域にあるものも含め、旅

館・ホテル等を実質的に福祉避難所として開設するよう努める。 

 ⑶～⑺ （略） 

２ （略） 

第４ （略） 

第５ （略） 

第６ （略） 

第７ （略） 

第８ （略） 

第９ 災害救助法による実施基準 

災害救助法が適用され、同法第１３条により県がその事務を市（保健福

祉部）に委任した場合の避難所の供与は、次の基準により実施する。 

１ （略） 

２ 内容 

  災害救助法による避難所の供与に当たっては、原則として、学校、公民

館等既存の建物を利用するものとする。ただし、施設の破損などにより、

適当な建物を利用することが困難な場合は、野外での仮設小屋の設置、天

幕の設営その他適切な方法により実施する。 

３・４ （略） 

⑴ （略） 

⑵ 市（保健福祉部・子ども未来部・教育委員会事務局教育部・各支所）

は、避難所の開設に当たっては、災害の状況に応じて安全が確保できる

避難所を選定し、速やかな開設に努める。 

また、避難行動要支援者については、必要に応じて介護等の支援機能

を備えた福祉施設等に受入れる。                 

                                

                             

 ⑶～⑺ （略） 

２ （略） 

第５ （略） 

第６ （略） 

第７ （略） 

第８ （略） 

第９ （略） 

第１０ 災害救助法による実施基準 

災害救助法が適用され、同法第１３条により県がその事務を市（保健福

祉部）に委任した場合の避難施設の供与は、次の基準により実施する。 

１ （略） 

２ 内容 

  災害救助法による避難所の供与に当たっては、原則として、学校、公民

館等既存の建物を利用するものとする。ただし、施設の破損などにより、

適当な建物を利用することが困難な場合は、野外に仮小屋、天幕等を設営

する。 

３・４ （略） 

第２章 

第６節 

第６節 災害警備活動 

（略） 

第６節 災害警備活動 

（略） 

第２章 

第７節 

第７節 救急・救助・消火活動 

第１～第４ （略） 

第５ 消防相互応援等 

１ 栃木県広域消防応援隊 

第７節 救急・救助・消火活動 

第１～第４ （略） 

第５ 消防相互応援等 

１ 栃木県広域消防応援隊 
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   （略） 

 ⑴ 第一次応援体制 

   一つの消防機関をブロック内の他の消防機関が応援する体制。   

                                

              

要請手続：消防本部消防長は、市長及び那須地区消防組合長に報告の

上、幹事消防本部代行（塩谷行政組合消防本部）に応援要

請する。 

 ⑵ 第二次応援体制 

   一つの消防機関を県内の消防機関が応援する体制。        

        

   要請手続：①消防本部消防長は、幹事消防本部代行及び代表消防機関

（宇都宮市消防局）と調整し、市長及び那須地区消防組

合長に報告の上、県（県民生活部）及び代表消防機関 

         に応援要請する。 

        ②要請を受けた県が、県内消防機関に     連絡す 

る。 

２ （略） 

第６～第８ （略） 

   （略） 

 ⑴ 第一次応援体制 

   受援消防機関（災害を受け栃木県広域消防応援隊による応援を受け

る消防機関をいう。以下同じ。）の出動要請に対し、地区内の他の消防

機関が応援出動する体制。 

要請手続：消防本部消防長は、市長及び那須地区消防組合長に報告の

上、受援地区代表消防機関代行        に応援要

請する。 

 ⑵ 第二次応援体制 

   受援消防機関の出動要請に対し、県内の他の地区の消防機関が応援

出動する体制。 

   要請手続：①消防本部消防長は、                

             市長及び那須地区消防組

合長に報告の上、代表消防機関（宇都宮市消防局）及び

県（県民生活部）に応援要請する。 

        ②要請を受けた県は、各地区代表消防機関の長に連絡す 

る。 

２ （略） 

第６～第８ （略） 

第２章 

第８節 

第８節 医療救護活動 

（略） 

第８節 医療救護活動 

（略） 

第２章 

第９節 

第９節 二次災害防止活動 

（略） 

第９節 二次災害防止活動 

（略） 

第２章 

第１０節 

第１０節 緊急輸送活動 

（略） 

第１０節 緊急輸送活動 

（略） 

第２章 

第１１節 

第１１節 食料・飲料水・生活必需品等の調達・

供給活動 

第１ 食料の調達・供給 

１～４ （略） 

５ 災害救助法による実施基準 

  （略） 

第１１節 食料・飲料水・生活必需品等の調達・

供給活動 

第１ 食料の調達・供給 

１～４ （略） 

５ 災害救助法による実施基準 

  （略） 
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 ⑴ 対象 

   災害救助法による食品の給与の対象は、次のいずれかに該当する者

とする。 

  ア 避難所に避難している者 

  イ 住家に被害を受け、現に炊事のできない者 

  ウ 災害により現に炊事のできない者 

                                

                         

⑵～⑷ （略） 

第２ （略） 

第３ 生活必需品等の供給 

１・２ （略） 

３ 災害救助法による実施基準 

   （略） 

⑴ 対象 

     災害救助法による生活必需品の給（貸）与は、住家の全壊、全焼、流

失、半壊、半焼、床上浸水（土砂のたい積等により一時的に居住するこ

とができない状態となったものを含む。）により、生活上必要な被服、

寝具その他日用品等を喪失又は損傷等により使用することができず、

直ちに日常生活を営むことが困難な者等に対して行う。 

⑵ 内容 

  ア 給（貸）与品目 

      災害救助法による生活必需品の給（貸）与は、被害の実情に応じ、

おおむね次に掲げる品目の範囲内において、現物をもって行う。 

    ㋐～㋗ （略） 

  イ （略） 

 ⑶・⑷ （略） 

 ⑴ 対象 

   災害救助法による食品の給与の対象は、次のいずれかに該当する者

とする。 

  ア 避難所に収容された者 

  イ 住家が全焼、全壊、流失、半焼、半壊、床上浸水等の被害を受け、

炊事のできない者 

  ウ 住家に被害を受け、一時縁故地等へ避難する必要がある者 

  エ 旅館やホテルの宿泊人、一般家庭の来訪客等 

⑵～⑷ （略） 

第２ （略） 

第３ 生活必需品等の供給 

１・２ （略） 

３ 災害救助法による実施基準 

   （略） 

⑴ 対象 

     災害救助法による生活必需品の給（貸）与は、住家の全壊、全焼、流

失、半壊、半焼、床上浸水（土砂のたい積等により一時的に居住するこ

とができない状態となったものを含む。）により、生活上必要な被服、

寝具その他日用品等を喪失又はき損し、              

直ちに日常生活を営むことが困難な者等に対して行う。 

⑵ 内容 

  ア 給（貸）与品目 

      災害救助法による生活必需品の給（貸）与は、被害の実情に応じ、 

    次に掲げる品目の範囲内において、現物をもって行う。 

    ㋐ ～㋗ （略） 

  イ （略） 

 ⑶・⑷ （略） 

第２章 

第１２節 

第１２節 農林業関係対策 

（略） 

第１２節 農林業関係対策 

（略） 

第２章 

第１３節 

第１３節 保健衛生活動 

第１・第２ （略） 

第１３節 保健衛生活動 

第１・第２ （略） 
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第３ 動物取扱対策 

１ 動物保護管理対策 

 ⑴ （略） 

⑵ 実施方法 

  ア～ウ （略） 

  エ 飼い主が実施する対策 

   ㋐ （略） 

   ㋑ 飼い主は、災害発生時に動物を同行して避難できるよう、日頃か

らケージに慣れさせるなどの訓練を行っておくとともに、飼い主

の連絡先を記載した名札等の装着、ワクチンの接種及び動物用避

難用品の確保に努める。 

２ （略） 

第３ 動物取扱対策 

１ 動物保護管理対策 

 ⑴ （略） 

⑵ 実施方法 

  ア～ウ （略） 

  エ 飼い主が実施する対策 

   ㋐ （略） 

   ㋑ 飼い主は、災害発生時に動物を同伴して避難できるよう、日頃か

らケージに慣れさせるなどの訓練を行っておくとともに、飼い主

の連絡先を記載した名札等の装着、ワクチンの接種及び動物用避

難用品の確保に努める。 

２ （略） 

第２章 

第１４節 

第１４節 障害物等除去活動 

（略） 

第１４節 障害物等除去活動 

（略） 

第２章 

第１５節 

第１５節 廃棄物等処理活動 

（略） 

第１５節 廃棄物等処理活動 

（略） 

第２章 

第１６節 

第１６節 文教対策 

（略） 

第１６節 文教対策 

（略） 

第２章 

第１７節 

第１７節 住宅応急対策 

第１・第２ （略） 

第３ 災害救助法による実施基準 

１ （略） 

２ 被災住宅の応急修理 

  （略） 

 ⑴ 対象 

   災害救助法による被災住宅の応急修理は、災害のため住家が半壊、半

焼若しくはこれらに準ずる程度の損害を受け、自らの資力では応急修

理をすることができない者又は大規模な補修を行わなければ居住する

ことが困難である程度に住家が半壊した者。 

 ⑵～⑷ （略） 

第１７節 住宅応急対策 

第１・第２ （略） 

第３ 災害救助法による実施基準 

１ （略） 

２ 被災住宅の応急修理 

  （略） 

 ⑴ 対象 

   災害救助法による被災住宅の応急修理は、災害のため住家が半壊又

は半焼し、                自らの資力では応急修

理をすることができない者に対して実施されるものを対象とする。  

                       

 ⑵～⑷ （略） 

第２章 第１８節 労務供給対策 第１８節 労務供給対策 
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第１８節 第１ （略） 

第２ 災害救助法による実施基準 

    （略） 

１ 対象 

  災害救助法による確保の要員の対象は、次に掲げる活動に要する労働

者で、市（総務部）が雇用する者とする。 

⑴ 被災者の避難に係る支援 

⑵～⑺ （略） 

                    

２・３ （略） 

第１ （略） 

第２ 災害救助法による実施基準 

   （略） 

１ 対象 

  災害救助法による確保の要員の対象は、次に掲げる活動に要する労働

者で、市（総務部）が雇用する者とする。 

⑴ 被災者の避難      

⑵～⑺ （略） 

⑻ 炊き出しその他による食品の給与 

２・３ （略） 

第２章 

第１９節 

第１９節 公共施設等応急対策 

第１ （略） 

第２ ライフライン関係施設の対策 

１ 上水道施設 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 応急措置 

  ア 工事業者への協力依頼 

市（上下水道部）は、被害の状況により工事業者へ応急復旧の協力

を要請する。                         

                      

イ～エ （略） 

⑶・⑷ （略） 

２ （略） 

第３ 河川管理施設等の対策 

１ 水防機関の監視、警戒活動 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 出動及び水防作業 

    ア・イ （略） 

  ウ 消防機関 

      ㋐  （略）  

      ㋑  準備 

第１９節 公共施設等応急対策 

第１ （略） 

第２ ライフライン関係施設の対策 

１ 上水道施設 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 応急措置 

  ア 工事業者への協力依頼 

市（上下水道部）は、被害の状況により工事業者へ応急復旧の協力

を要請する。なお、主要施設については、あらかじめ工事業者を選定

し、被災施設の復旧工事の協力依頼をしておく。 

イ～エ （略） 

⑶・⑷ （略） 

２ （略） 

第３ 河川管理施設等の対策 

１ 水防機関の監視、警戒活動 

 ⑴ （略） 

 ⑵ 出動及び水防作業 

    ア・イ （略） 

  ウ 消防機関 

      ㋐  （略）  

      ㋑  準備 



50 

 

該当部分 修 正 案 現   行 

    ａ （略） 

    ｂ 水防団長（消防団長）は、水門、ひ門等の水防上重要な工作物

のある所へ水防団員（消防団員）を派遣し、水門等の開閉準備を

する。 

      ㋒ （略） 

２・３ （略） 

    ａ （略） 

    ｂ 水防団長（消防団長）は、水門、ひ門等の水防上重要な工作物

のある所へ  団員     を派遣し、水門等の開閉準備を

する。 

      ㋒ （略） 

２・３ （略） 

第２章 

第２０節 

第２０節 危険物施設等応急対策 

（略） 

第２０節 危険物施設等応急対策 

（略） 

第２章 

第２１節 

第２１節 広報活動 

（略） 

第２１節 広報活動 

（略） 

第２章 

第２２節 

第２２節 自発的支援の受入 

（略） 

第２２節 自発的支援の受入 

（略） 

第２章 

第２３節 

第２３節 孤立集落応急対策 

（略） 

第２３節 孤立集落応急対策 

（略） 

第３章 

第１節 

第３章 復旧・復興 

第１節 復旧・復興の基本的方向の決定 

（略） 

第３章 復旧・復興 

第１節 復旧・復興の基本的方向の決定 

（略） 

第３章 

第２節 

第２節 民生の安定化対策 

第１～第３ （略） 

第４ 被災者生活再建支援制度 

  本制度は、「被災者生活再建支援法」（平成１０年法律第６６号）に基づ

き、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対して、  

                                 

都道府県が拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給する

ことにより、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に寄与す

る制度である。 

１～３ （略） 

４ 支給手続 

  被災者は、支給申請を市（総務部）に行い、申請書の提出を受けた市（総

務部）は関係書類等を確認し、取りまとめの上県（県民生活部）に提出す

る。 

第２節 民生の安定化対策 

第１～第３ （略） 

第４ 被災者生活再建支援制度 

  本制度は、「被災者生活再建支援法」（平成１０年法律第６６号）に基づ

き、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者であって、経済

的理由等によって自立して生活を再建することが困難なものに対して、

都道府県が拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給する

ことにより、その自立した生活の開始を支援する制度である。     

       

１～３ （略） 

４ 支給手続 

  被災者は、支給申請を市（総務部）に行い、申請書の提出を受けた市（総

務部）は関係書類等を確認し、取りまとめの上県（県民生活部）に提出す

る。 
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県（県民生活部）は、当該書類を委託先である公益財団法人都道府県セ

ンター被災者生活再建支援基金部に提出する。 

【支援金支給事務手続】 

    

①申請 

書提出 

   

②申請書 

取りまと 

め・送付 

   

③申請書 

取りまと 

め・送付 

   

⑦補助

申請 

 
 被 

 災 

者 

 世 

 帯 

主 

    

 

市 

  

  

 

 県 

  

(公財) 

 都道 

 府県 

 セン

ター 

 

     

内 

閣 

府 

 
 

 

 

 

⑥支援金 

支給の報 

告 

 

⑤支援金 

支給の報 

告 

 

⑧交付

額の 

２分の

１補助 

    

 

 

  

                 ④支援金の支給決定及び支給       

第５～第７ （略） 

県（県民生活部）は、当該書類を委託先である公益財団法人都道府県会

館  被災者生活再建支援基金部に提出する。 

【支援金支給事務手続】 

    

①申請 

書提出 

   

②申請書 

取りまと 

め・送付 

   

③申請書 

取りまと 

め・送付 

   

⑦補助

申請 

 
 被 

 災 

者 

 世 

 帯 

主 

    

 

市 

  

  

 

 県 

  

(公財) 

 都道 

 府県 

 会館 

 

     

内 

閣 

府 

 
 

 

 

 

⑥支援金 

支給の報 

告 

 

⑤支援金 

支給の報 

告 

 

⑧交付

額の 

２分の

１補助 

    

 

 

  

                 ④支援金の支給決定及び支給       

第５～第７ （略） 

第３章 

第３節 

第３節 公共施設等災害復旧対策 

（略） 

第３節 公共施設等災害復旧対策 

（略） 

火災対策編 
第１章 

第１節 

第１章 災害予防対策 

第１節 市民等の防災活動の促進 

第１ （略） 

第２ 地域防災力の強化 

１・２ （略） 

３ 消防団の活性化 

市（総務部）及び消防本部等は、火災時においては消火、救出救助、避

難誘導等を、また、平常時においては地域に密着したきめ細かい予防活

動、啓発活動を実施するなど地域防災の核として大きな役割を担う消防

団の育成強化と装備の充実を図るとともに、消防団員の加入促進を行い、

地域防災力の向上と地域住民の安全確保を図る。 

第１章 災害予防対策 

第１節 市民等の防災活動の促進 

第１ （略） 

第２ 地域防災力の強化 

１・２ （略） 

３ 消防団の活性化 

市（総務部）及び消防本部等は、火災時においては消火、救出救助、避

難誘導等を、また、平常時においては地域に密着したきめ細かい予防活

動、啓発活動を実施するなど地域防災の核として大きな役割を担う消防

団の育成強化と装備の充実を図るとともに、  団員の加入促進を行い、

地域防災力の向上と地域住民の安全確保を図る。 



52 

 

該当部分 修 正 案 現   行 

加えて、昼間時間帯の消防力の低下を防ぐため、機能別消防団員の加入

促進を図るほか、女性消防団員の確保等により消防団の活性化に努める。 

４・５ （略）第２ 被災者生活再 

加えて、昼間時間帯の消防力の低下を防ぐため、機能別  団員の加入

促進を図るほか、女性  団員の確保等により消防団の活性化に努める。 

４・５ （略） 

第１章 

第２節 

第２節 火災に強いまちづくり 

（略） 

第２節 火災に強いまちづくり 

（略） 

第１章 

第３節 

第３節 迅速かつ円滑な応急対策への備え 

（略） 

第３節 迅速かつ円滑な応急対策への備え 

（略） 

第２章 

 

第２章 災害応急対策 

（略） 

第２章 災害応急対策 

（略） 

第３章 

 

第３章 復旧・復興 

（略） 

第３章 復旧・復興 

（略） 

火山災害対策編 
第１章 

第１節 

第１章 災害予防対策 

第１節 市民等の防災活動の促進 

（略） 

第１章 災害予防対策 

第１節 市民等の防災活動の促進 

（略） 

第１章 

第２節 

第２節 火山災害に強いまちづくり 

（略） 

第２節 火山災害に強いまちづくり 

（略） 
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第１章 

第３節 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え 

第１～第３ （略） 

第４ 火山現象に関する予報及び警報の発表 

１～４ （略） 

５ 地域住民等からの通報体制の確立 

 市（総務部）は、地域住民や観光客、登山者等に対し、火山災害が発生

するおそれのある異常現象や災害による被害を発見した場合、遅滞なく

市役所、警察署、消防署又は宇都宮地方気象台に通報するよう周知に努め

る。 

第５ 警戒体制、避難計画等の整備及び住民や観光客、登山者等に対する周

知・啓発 

１ （略） 

２ 市における警戒避難体制、避難計画の整備 

  （略） 

 ⑴～⑺ （略） 

 〈資料編４－４ 那須岳の噴火活動が活発化した場合の避難計画〉 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え 

第１～第３ （略） 

第４ 火山現象に関する予報及び警報の発表 

１～４ （略） 

５ 地域住民等からの通報体制の確立 

 市（総務部）は、地域住民や観光客、登山者等に対し、火山災害が発生

するおそれのある異常現象や災害による被害を発見した場合、遅滞なく

市役所又は警察署            に通報するよう周知に努め

る。 

第５ 警戒体制、避難計画等の整備及び住民や観光客、登山者等に対する周

知・啓発 

１ （略） 

２ 市における警戒避難体制、避難計画の整備 

  （略） 

 ⑴～⑺ （略） 

 〈資料編４－４ 那須岳の火山活動が活発化した場合の避難計画〉 

第２章 

第１節 

第２章 災害応急対策 

第１節 活動体制の確立 

（略） 

第２章 災害応急対策 

第１節 活動体制の確立 

（略） 

第２章 

第２節 

第２節 情報の収集・伝達及び通信確保対策 

第１ 火山現象に関する情報の収集・伝達体制 

１ （略） 

２ 異常現象発見者の通報 

⑴ 次のような異常現象を発見した者は、市（総務部）、県警察又は消防署

に通報する。また、可能であれば、併せて宇都宮地方気象台にも通報す

る。 

  ア～キ （略） 

⑵ （略） 

３ （略） 

第２ （略） 

第２節 情報の収集・伝達及び通信確保対策 

第１ 火山現象に関する情報の収集・伝達体制 

１ （略） 

２ 異常現象発見者の通報 

⑴ 次のような異常現象を発見した者は、市（総務部）又は警察官    

に通報する。また、可能であれば、併せて宇都宮地方気象台にも通報す

る。 

  ア～キ （略） 

⑵ （略） 

３ （略） 

第２ （略） 
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第２章 

第３節 

第３節 二次災害防止活動 

（略） 

第３節 二次災害防止活動 

（略） 

第２章 

第４節 

第４節 災害救助法の適用 

（略） 

第４節 災害救助法の適用 

（略） 

第２章 

第５節 

第５節 避難対策 

（略） 

第５節 避難対策 

（略） 

第２章 

第６節 

第６節 救急・救助、医療及び消火活動 

（略） 

第６節 救急・救助、医療及び消火活動 

（略） 

第２章 

第７節 

第７節 緊急輸送活動 

（略） 

第７節 緊急輸送活動 

（略） 

第２章 

第８節 

第８節 降灰等対策 

第１ 農林水産業対策 

１ （略） 

２ 農林水産業降灰対策 

⑴～⑸ （略） 

⑹ 放牧中の家畜は直ちに下牧させ、火山灰で汚れた牧草・河川水は採食さ

せないようにすること。刈取期にある飼料作物は、可能な限り降雨等によ

って火山灰が除去されてから、高刈り等により土や火山灰が混入しない

ように収穫すること。 

⑺・⑻ （略） 

第２ （略） 

第８節 降灰等対策 

第１ 農林水産業対策 

１ （略） 

２ 農林水産業降灰対策 

⑴～⑸ （略） 

⑹ 畜産業者は、放牧中の家畜を直ちに下牧させ、火山灰で汚れた牧草・河

川水は採食させないようにすること。また、刈取期にある飼料作物は、降

雨等により火山灰を落としてから収穫するよう努めること。      

         

⑺・⑻ （略） 

第２ （略） 

第２章 

第９節 

第９節 施設・設備の応急対策 

（略） 

第９節 施設・設備の応急対策 

（略） 

第２章 

第１０節 

第１０節 広報活動 

（略） 

第１０節 広報活動 

（略） 

第３章 第３章 復旧・復興 

（略） 

第３章 復旧・復興 

（略） 

原子力災害対策編 
序章 序章 原子力災害の基本的事項 

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の放出により、

序章 原子力災害の基本的事項 

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の放出により、
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放射性物質や放射線の影響が広範囲に及び、本市においても、農林水産物の

出荷制限や観光業等への風評被害、除染への対応など、市内経済や市民生活

等に多大な影響を及ぼした。 

 本市には原子力発電所は存在しないが、近隣県における原子力発電所等

で事故が発生した場合に重大な影響が及ぶことから、原子力災害に対する

本市の対応を明確にするため、本編を策定する。 

 計画の目的及び性格は、総論に定めるとおりとするが、本編の作成又は修

正に際して、専門的・技術的事項については、原子力災害対策特別措置法第

６条の２第１項の規定により原子力規制委員会が定める「原子力災害対策

指針」（平成２４年１０月３１日策定。令和元年７月３日改訂。以下「対策

指針」という。）を十分に尊重するものとする。 

 本章では、原子力災害に係る予防、応急及び復旧・復興対策を定めるに当

たり必要な基本的事項を記載する。 

放射性物質や放射線の影響が広範囲に及び、本市においても、農林水産物の

出荷制限や観光業等への風評被害、除染への対応など、市内経済や市民生活

等に多大な影響を及ぼした。 

 本市には原子力発電所は存在しないが、近隣県における原子力発電所等

で事故が発生した場合に重大な影響が及ぶことから、原子力災害に対する

本市の対応を明確にするため、本編を策定する。 

 計画の目的及び性格は、総論に定めるとおりとするが、本編の作成又は修

正に際して、専門的・技術的事項については、原子力災害対策特別措置法第

６条の２第１項の規定により原子力規制委員会が定める「原子力災害対策

指針」（平成２４年１０月３１日策定。           以下「対策

指針」という。）を十分に尊重するものとする。 

 本章では、原子力災害に係る予防、応急及び復旧・復興対策を定めるに当

たり必要な基本的事項を記載する。 

第１章 第１章 災害予防対策 

（略） 

第１章 災害予防対策 

（略） 

第２章 第２章 災害応急対策 

（略） 

第２章 災害応急対策 

（略） 

第３章 

第１節 

第３章 復旧・復興 

第１節 市民等の健康管理 

（略） 

第３章 復旧・復興 

第１節 市民等の健康管理 

（略） 

第３章 

第２節 

第２節 風評被害対策 

（略） 

第２節 風評被害対策 

（略） 

第３章 

第３節 

第３節 除染及び放射性物質に汚染された廃棄

物等の処理 

第１ （略） 

第２ 除染の実施 

  （略） 

 ⑴～⑶ （略） 

 ⑷ 除染土壌については、国が示す考え方に基づき、周辺住民及び作業者

の追加的な被ばく線量を考慮して（※）、収集、運搬、保管及び処分を

適切に行う。 

第３節 除染及び放射性物質に汚染された廃棄

物等の処理 

第１ （略） 

第２ 除染の実施 

  （略） 

 ⑴～⑶ （略） 
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   なお、保管場所及び処分先の確保の観点から、必要に応じて、保管又

は処分の際に減容化や再生利用を図る。 

   除染廃棄物については、本節第３の記載するところにより適切に処

理を行う。 

※ 参考「福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理

処分等に関する安全確保の当面の考え方について」（平成２３年６

月３日原子力安全委員会） 

なお、当通知の廃棄物については、除染土壌を含む。 

   ① 処理に伴って周辺住民の受ける線量が１ｍSｖ／年を超えない

ようにする。 

   ② 処理を行う作業者が受ける線量が可能な限り１ｍSｖ／年を超

えないことが望ましい。比較的高い放射能濃度の物を取り扱う工

程では、電離放射障害防止規則を遵守する等により、適切に作業者

の受ける放射線の量の管理を行う。 

   ③ 処分施設の管理期間終了以降、周辺住民の受ける線量が１０μS

ｖ／年以下とする。 

⑸ 放射性物質等の飛散流出防止の措置、悪臭・騒音・振動の防止等の措

置、除去土壌の量等の記録など、周辺住民の健康の保護及び生活環境の

保全への配慮に関し必要な措置をとる。 

第３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 放射性物質等の飛散流出防止の措置、悪臭・騒音・振動の防止等の措

置、除去土壌の量等の記録など、周辺住民の健康の保護及び生活環境の

保全への配慮に関し必要な措置をとる。 

第３ （略） 

第３章 

第４節 

第４節 損害賠償請求 

（略） 

第４節 損害賠償請求 

（略） 

第３章 

第５節 

第５節 各種制限の解除 

（略） 

第５節 各種制限の解除 

（略） 

 


